
構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会（第６０回） 

議事次第 

 
令和５年９月２９日（金）  

１４：００～１６：０ ０  

永田町合同庁舎７階特別会議室 

（議 事） 

 

１．開会 

 

２．令和５年度の評価について 

  ・特例措置番号４１３ 

   救急隊の編成基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業 

  ・特例措置番号７０９（７１０,７１１）の一部 

   特産酒類の製造事業 

  ・特例措置番号７１２ 

   清酒の製造場における製造体験事業 

  ・特例措置番号１０１０  

   地方競馬における小規模場外設備設置事業 

  ・特例措置番号８１６ 

   学校設置会社による学校設置事業 

 

３．その他 

 

４．閉会 

 

（配布資料） 

 

 資料１－１ 令和５年度に評価対象となる規制の特例措置の一覧 

資料１－２ 今年度の本委員会における評価・調査のスケジュール(案) 

 資料２ 規制の特例措置の関連資料 

  資料２－１ 特例措置番号４１３の関連資料 

  資料２－２ 特例措置番号７０９（７１０,７１１）の関連資料 

  資料２－３ 特例措置番号７１２の関連資料 

  資料２－４ 特例措置番号１０１０の関連資料 

  資料２－５ 特例措置番号８１６の関連資料 

 資料３ 構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について 

 

 参考資料１ 評価・調査委員会委員名簿 

 参考資料２ 構造改革特別区域基本方針（評価・調査委員会関連部分抜粋） 



関係府省庁
特例措置

番号
特定事業の名称

措置
区分

特例措置の概要 認定件数
（第６０回認定まで）

過去の
評価時期

評価時期 審議

総務省 413
救急隊の編成基準の特
例適用の拡大による救
急隊編成弾力化事業

省令

緊急度・重症度が著しく
低い場合には救急自動
車１台及び救急隊員２人
により救急隊を編成する
ことができる。
（限られた人員の中で救
急需要に対応できる体
制の構築が期待でき、重
症・重篤な疾病者に対す
る現場到着時間を短縮し
救命率の向上が図られ
る。）

1件

初評価
（平成21年度
のニーズ調

査により予定
していた評価
を行わなかっ

たため）

令和5年度
評価・調査
委員会

財務省
709

(710,711)
特産酒類の製造事業

法律

地域の特産物である農
作物等を原料とした単式
蒸留焼酎又は原料用ア
ルコールを製造しようと
する者が、製造免許を申
請した場合には、最低製
造数量基準を適用除外
とする。

7件 令和元年度 令和5年度
評価・調査
委員会

財務省 712
清酒の製造場における
製造体験事業

法律

清酒の製造免許を受け
ている者が、その地域の
活性化を図ることを目的
として、地域の魅力の増
進に資する施設において
清酒の製造体験を提供
する場合には、税務署長
の承認により、当該施設
内に設ける体験製造場
を既存の製造場と一の
製造場とみなす。

5件 初評価 令和5年度
評価・調査
委員会

文部科学省 816
学校設置会社によ
る学校設置事業

法律
株式会社が学校を設置
することを可能とする。

23件 令和4年度 令和5年度
評価・調査
委員会

農林水産省 1010
地方競馬における小規
模場外設備設置事業

告示

 場外馬券発売所の設置
に関する審査について、
一定の要件が満たされ
ると都道府県知事が書
面により確認した場合に
は、農林水産大臣は設
置承認基準を満たしたも
のとみなす。

1件

初評価
（平成20年度
のニーズ調

査により予定
していた評価
を行わなかっ

たため）

令和5年度
評価・調査
委員会

令和５年度に評価対象となる規制の特例措置の一覧

資料１-1



時期

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

令和5年度の評価・調査委員会における評価・調査のスケジュール(案)

評価

※上記は現時点のスケジュールであり、今後、変更・追加がありうる。

本委員会
○評価意見のとりまとめ

対応方針の本部決定

○調査の実施

○調査結果のとりまとめ

資料１-２

評価・調査委員会委員 改選

本委員会

本委員会
〇調査票の審議



 

 

特例措置番号４１３の関連資料 

 

① 特例措置の評価・調査経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

② 関係府省庁の調査票案【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・４ 

③ 評価・調査委員会の調査票案【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・９ 

④ 評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表１ ・・・・・・・・・２３ 

⑤ 評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル ・・・・・・・２４ 

⑥ 規制の特例措置を適用した特区計画の一覧 ・・・・・・・・・・・・２７ 

資料２-１ 





これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応方針

平成２１年
(H22.2.4) ニーズ調査の結果を踏まえて、予定していた評価を行わないこととした。（詳細は次頁）

令和３年
(R3.11.25) 認定地方公共団体の状況等を踏まえて、令和５年度に評価を行うこととした。
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②関係府省庁の調査票案 

 
 

令和５年度調査の概要 

 
１．関係府省庁名 

２．特例措置番号 

３．特定事業の名称 

 

４．弊害の発生に関する調査 

① 調査内容 ・特定事業の実施状況について 

・特定事業を実施できていない場合又は実績が少ない場合、

その原因について 

・規制の特例措置の実施に支障がないかについて 

 

② 調査方法 ・電子メール 

・ヒアリング 

・現地調査（必要に応じて） 

 

③ 調査対象 ・認定地方公共団体 

 

④ 実施スケジュール ・調査票の配布    令和５年 10 月 

・調査票の回収    令和５年 11 月 

・調査結果とりまとめ 令和５年 12 月 

※必要に応じ、ヒアリング又は現地調査を実施 

 

総務省 

413 

救急隊の編成基準の特例適用の拡大による 

救急隊編成弾力化事業 

4







 

６ 傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医

療機関その他の場所へ搬送する場合、特区制度を活用し、救急自動車１台及び救急隊員２

名で救急隊を編制することができますが、当該場合に該当するにもかかわらず、通常の救

急隊の編成（救急自動車１台及び救急隊員３名以上）で救急出動したことがある場合、特

区制度を活用しなかった主な理由を教えてください。 

 

 

７ 傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医

療機関その他の場所へ搬送する場合において、特区制度を活用し、救急自動車１台及び救

急隊員２名で救急隊を編制して救急出動したものの、救急現場で不測の事態が生じたこ

とにより、あらかじめ定めた基準及び要領に従って、３人以上の救急隊員により速やかに

必要な措置を実施したことがある場合、救急現場で生じた不測の事態について、主なもの

を教えてください。 

 

 

８ 傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医

療機関その他の場所へ搬送する場合、特区制度を活用し、救急自動車１台及び救急隊員２

名で救急隊を編制することができますが、当該場合に該当することのほか、貴市において

救急自動車１台及び救急隊員２名で救急隊を編制するための条件等がありましたら教え

てください。 

 

 

９ これまでの特区制度の実績等を踏まえ、改善すべき点や今後における課題等がありま

したら教えてください。 
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10 その他、特区制度に対するご意見等がありましたら教えてください。 
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構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 

令和５年度 規制の特例措置の評価に関する調査 
 

 

 

 

 

・本調査は、質問票１と質問票２により構成されています。 

・質問票１は、すべての規制の特例措置について共通の質問です。 

・質問票２は、規制の特例措置ごとに異なる質問です。 

・各設問の指示に従って、対応する回答票に記入してください。 
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質問票１（規制の特例措置に共通の質問項目） 

 

Ｑ１ 

貴地域の基礎情報をご記入ください。 

⇒回答欄１ 

 

Ｑ２ 

認定された特区計画についてご記入ください。 

⇒回答欄２ 

 

Ｑ３ 

現在、本特定事業の進捗状況は、認定特区計画に定めた目標のとおり進んでい

ますか（実施していますか）。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１．予定より進んでいる／実施している 

２．予定どおりに進んでいる／実施している 

３．予定より遅れている／実施できていない 

⇒回答欄３ 

 

Ｑ４ 

本特定事業による効果は認定特区計画のとおりに発現していますか。あては

まるものを選んでください（１と２は重複回答可）。 

１．計画当初から期待していた効果が発現している 

２．計画当初には期待していなかった効果が発現している 

３．発現していない 

４．わからない 

⇒回答欄４ 

 

Ｑ５ 

構造改革特別区域制度に関するご意見、ご要望がありましたら記入ください。

（任意） 

⇒回答欄５ 

 

⇒ 質問票１は以上です。質問票２へ進んでください。 
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質問票２（各規制の特例措置毎に異なる質問項目） 

 

特定事業番号 ４１３ 

特定事業名 救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾

力化事業 

特定事業の内容 ①119番通報時における緊急度・重症度の識別（トリアージ）

が適切にでき、②不測の事態には、３人以上の救急隊員に

よる速やかな措置ができ、③医師による指示・助言を行う

運用体制が常時確立していること等を前提として、緊急

度・重症度が著しく低い等の条件を満たす場合には、救急

自動車１台につき救急隊員２人による救急隊の編成を可能

とする。 

 

まず、質問票１にある共通質問項目Ｑ１～Ｑ５までの回答を地方公共団体に

おいてご回答ください。 

次に、質問票２にあるＱ６に進んでください。 

 

Ｑ６ 

平成 30 年度以降の出動回数をお答えください。（特例措置 413 の対象となっ

た出動回数及び総出動回数）また、特例措置 413 を活用した出動の事例（症

例も含む）及び特例措置 413を活用した出動の中で PMA連携や MA連携をして

出動した回数・事例（症例も含む）も併せてご回答ください。 

⇒ 回答欄６ 

 

Ｑ７  

Ｑ６でご回答いただいた特例適用の出動回数の実績について、計画通りでし

ょうか。その要因を具体的に記載してください。 

⇒ 回答欄７ 

 

Ｑ８  

平成 20年の区域計画に、今後の体制整備のスケジュールの記載がありました

が、区域認定後から昨年度までの体制整備の状況や保有車両の状況、整備体

制に係る経費の状況などを下記年度毎ご教示ください。 

⇒ 回答欄８ 
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Ｑ９  

特例措置 413の対象となることで、1回の出動コストの削減額を試算しました

か。試算された場合は、出動コストの算出方法を含めてご回答ください。  

⇒ 回答欄９ 

 

Ｑ１０  

コールトリアージのプログラム開発にかかった費用及び年間の保守等でかか

る経常経費をご回答ください。また、可能であればシステムの開発事業者を

ご回答ください。 

⇒ 回答欄１０ 

 

Ｑ１１  

通信指令管制業務を行う施設に常駐する医師について、どのような勤務体制

（シフト）で勤務をしているのか、勤務体制及び待機医師の人数をご回答く

ださい。また、医師は医師会等から派遣協定等により派遣してもらっている

のか、市独自で医師を雇用しているのかなど雇用形態や、常駐に必要な年間

費用を教えてください。 

⇒ 回答欄１１ 

 

Ｑ１２  

特例措置 413 を活用の際、通信指令管制業務を行う施設に常駐する医師から

指示・助言を受けて要救護者の対応した事例はありましたか。また、事例が

あった場合は、どのような症状で、どのタイミングで医師から助言を受けて

いるのかなどの詳細を具体的にご回答ください。 

⇒ 回答欄１２ 

 

Ｑ１３  

特例措置 413 を活用して 2 名体制で出動後、不測の事態（救護者の容態が急

変した等）が発生した事例はありますか。不測の事態が生じた場合は、その

具体的な内容と対応をご回答ください。また、2名体制で出動した際の不測の

事態を想定した具体的な体制を併せて教えてください。 

⇒ 回答欄１３ 

 

Ｑ１４  

特例措置 413を活用して ２名体制で出動後、病院から消防署へ引き上げる途

中に別件で３名以上での出動が必要な救急対応が生じる場合を想定した具体

的な対応策を教えてください。また、その対応策を要した事例があれば、具

体的な内容と対応をご回答ください。 

⇒ 回答欄１４ 
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Ｑ１５  

コールトリアージの際には２名で出動可能であったが、地方公共団体の適切

な判断の結果（交通量の多い交通事故等が発生しやすい場所や医学的な問題

以外の事情により危険が生じると考えられる場所等）、３名以上で出動したこ

とはありますか。出動したことがある場合、その回数と具体的な事例をご回

答ください。 

⇒ 回答欄１５ 

 

Ｑ１６  

特例措置 413 を地域住民に周知する方法（広報誌やイベントでの広報活動な

ど）や救急車の適正利用を促す啓発活動を教えてください。また、周知後に

地域住民から意見や要望などがあれば併せてご回答ください。 

⇒ 回答欄１６ 
 

Ｑ１７  

本事業は、救急体制や救急行政にどのようなメリットがありましたか。（重篤

患者への適切な人員の配置、現着時間〇分短縮、救急自動車よりもミニ消防

車や救命活動車の導入に伴い整備費用が減り財政的負担が軽減した等）様々

な面から具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄１７ 
 

Ｑ１８  

Ｑ１７でご回答いただいたメリット（効果）は計画通り発現していますか。

その要因についても具体的にご回答ください。 

⇒ 回答欄１８ 
 

Ｑ１９  

本特定事業を実施するにあたっての要件や手続き、関連する法制度等の問題

について、お気づきの点があれば、具体的にご回答ください。 

⇒ 回答欄１９ 

 

Ｑ２０ 

識別プログラムの緊急度・重症度識別の正確性について課題があると、平成

21 年度ニーズ調査で回答をいただいており、また、令和 5 年 4 月に実施した

事前調査の際に、平成 21年度以降大幅な救急需要の増加により、救急情勢が

変化しているため、効果的な方法を検証し、対応していくと回答をいただき

ました。本特定事業を実施するにあたり、現在の課題・問題や今後の検証ス

ケジュールの予定等について具体的にご回答ください。 

⇒ 回答欄２０ 
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Ｑ２１ 

令和 5 年 4 月に実施した事前調査の際に、求められる救急活動が高度化し、

現在安全管理や交通事故防止を徹底する万全な救急体制で運用しており、時

間を要するコールトリアージを縮小していると回答がありました。今後のコ

ールトリアージの運営方法の方向性をご回答ください。 

⇒ 回答欄２１ 
 

Ｑ２２ 

仮に、本特定事業を全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）す

る場合、どのようなことが考えられますか。特に以下に示す観点から具体的

にご回答ください。 

・貴自治体以外で実施しても、効果・問題等が発生するか 

・特区として先行して実施してきた貴自治体にどのような影響(メリット・デ

メリット)があるか 

⇒ 回答欄２２ 
 

質問はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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番号 413
特定事業の名称 救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業
措置区分 省令
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

消防法施行令（昭和36年３月25日政令第37号）第44条第１項、消防法施行規則（昭
和36年４月１日自治省令第６号）第50条

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

消防法施行令第44条に規定する救急隊の編成の基準により、救急隊は、救急自動車
１台及び救急隊員３人以上をもって編成しなければならないが、救急業務の実施に
支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車１台及び救急隊員２
人をもつて編成することができることが定められている。
これを受け、現行規定では、救急隊の編成の基準の特例として、消防法施行規則第
50条において、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、
これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車
に同乗している場合とすることが定められている。

１．構造改革特別区域法（以下「法」という。）第２条第４項に規定する地方公共
団体であって消防法（昭和23年法律第186号）第２条第９項に規定する救急業務を
実施するものが、その設定する法第２条第１項に規定する構造改革特別区域内に設
置する消防機関が、（１）～（３）に規定する要件をすべて満たし、かつ、救急業
務の実施体制の一層の充実を図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認
めて、法第４条第２項第２号に掲げる特定事業の内容として（１）～（３）に規定
する要件に適合することを証する内容を記載し、かつ、当該要件に適合することを
証する書類を添付し、同条第９項の規定による内閣総理大臣の認定（法第６条第１
項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）を申請し、その認定を受けたとき
は、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された消防機関の救急隊
の編成の基準の特例について、消防法施行令（昭和36年政令第37号）第44条第１項
ただし書に規定する総務省令で定める場合は、消防法施行規則（昭和36年自治省令
第６号）第50条に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著
しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合とす
ることができる。

（１）緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病
等の情報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、当該傷病
者の傷病の程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に識別するための仕
組みを整備するとともに、通報を受けた時から出動するまでの手順を確立している
こと。
（２）（１）による識別の結果、１．に定める場合であるとあらかじめ認めら

れ、救急自動車１台及び救急隊員２人により出動した場合において、救急現場にお
いて傷病者の傷病の程度が当該識別の結果に比し重度であることが判明する等の不
測の事態が生じた場合に、１．の特例措置に係る救急業務の実施に関しあらかじめ
定めた基準及び要領に従って、３人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実
施することができる体制を確保していること。
（３）通信指令管制業務を行う施設に医師を常時配置し、必要に応じて、医師が

当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対して直接指導又は助
言を行うことができる体制を確保していること。

２． １．の規定は、１．の認定を受けた地方公共団体が、救急自動車１台及び救
急隊員２人で出動することにより、傷病者を搬送する上で危険を生ずるおそれがあ
ると判断する場合については、適用しない。

同意の要件 地方公共団体が提出した構造改革特別区域計画及び添付書類により、上記「特例
措置の内容」に記載されている１．（１）～（３）の内容により、その救急業務の
実施において現行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確保されること
が確認されること。

特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし

特例措置の内容

④評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表１
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４１３ 救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業 

１．特例を設ける趣旨 

救急需要の増大にともない救急隊の出動件数が増加傾向にある中、地域に

よっては、軽症事案の対処中に同一地域で発生した重篤な事案に対して救急

救命処置の開始が遅れる等の事例が発生しています。このため、構造改革特

別区域として救急隊の編成の基準について特例措置を設けることにより、救

命率の向上を図るものです。 

２．特例の概要 

原則として、救急隊は、救急自動車１台及び救急隊員３人以上をもって編

成しなければならないとされていますが、構造改革特別区域においては、当

該区域内に設置された消防機関が以下の体制を確立していることを要件とし

て、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断され

る傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合には、救急自動車１台及び

救急隊員２人による救急隊の編成を可能とするものです。 

① 緊急通報受信時における傷病者の緊急度・重症度の適切な識別及び通

報から出動までの手順 

② 救急自動車１台及び救急隊員２人により出動した救急現場において、

不測の事態が生じた場合に、あらかじめ定めた基準及び要領に従って３

人以上の救急隊員による速やかな措置が実施できる体制 

③ 通信指令管制業務を行う施設に常駐する医師による、通信指令員及び

救急隊員に対する指導又は助言 

３．基本方針の記載内容の解説 

（１）「緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾

病等の情報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、

当該傷病者の傷病の程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に

識別するための仕組み」及び「通報を受けた時から出動するまでの手順」

の作成に当たっては、地域メディカルコントロール協議会等とも協力・連

携し、緊急度・重症度の高い傷病者を低いものと誤認するリスク（アンダ

ートリアージ）を極小化する等十分な検証及び分析を行った上で、当該仕

組み及び手順（プロトコル）により、迅速かつ的確に傷病者の緊急度・重

症度を判断できるようにすることが必要です。 

⑤評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル
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（２）本特例は、消防法施行令第４４条第１項ただし書に基づき、救急業務の

実施に支障がない場合について定めるものであることから、たとえば、交

通量が特に多く交通事故が多発する高速道路や一般自動車専用道路等、傷

病者を搬送する上で医学的な問題以外の事情により危険が生ずると考えら

れる場所へ出動する場合など「救急自動車１台及び救急隊員２人で出動す

ることにより、傷病者を搬送する上で危険を生じるおそれがあると判断す

る場合」については、地方公共団体の適切な判断により、原則どおり、救

急自動車１台及び救急隊員３人以上で出動することを求めるものです。 

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

（１）特区計画の認定申請者

特区計画の認定申請を行うことができる地方公共団体は、市町村又は地

方自治法（昭和２２年法律６７号）第２８４条第１項の一部事務組合若し

くは広域連合であって、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９

項による救急業務を実施する地方公共団体（すなわち、役場や消防団が搬

送業務を実施する場合や他団体に事務委託している場合を除く。）に限りま

す。 

（２）構造改革特別区域の範囲

特区計画の区域の範囲は、原則として、認定に係る地方公共団体の全域

とします。ただし、傷病者の搬送先である医療機関その他の場所が構造改

革特別区域外であっても、構造改革特別区域内に設置された消防機関が搬

送を行う場合については、同様に特例措置の適用を受けることが可能です。 

（３）特区計画の意義及び目標

本特例措置を活用することにより、

① 認定を受けた地方公共団体が設定する構造改革特別区域において、

救命率の向上が期待できること 

② 特例措置の適用により他の部隊に配置となった救急隊員の効果的な

活用が図られること 

を記載してください。  

また、本特例措置の活用が救急業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がないことを明記した上で、従来の体制からの改善点及び達成目標を記載

してください。 
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５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

  地方公共団体が設置する消防機関が、基本方針の別表１「特例措置の内容」

に示す（１）～（３）の要件に適合することを証する以下の書類を添付して

ください。 

① 緊急通報受信時に傷病者の緊急度・重症度の識別（トリアージ）を体

系的かつ自動的に行う仕組みの仕様、当該仕組みの有効性を示す検証結

果又は報告書及び当該仕組みに採用されているトリアージ基準等の書類 

② 通報を受けた時から出動するまでの手順を示した要綱等の書類

③ 救急現場において不測の事態が生じた場合に３人以上の救急隊員によ

り対応する際の手順等を定めた活動基準及び運用要領等の書類 

④ 通信指令業務を行う施設に常駐し対応する医師の勤務体制及び活動体

制等について記載した書類 

また、参考書類として、地方公共団体において、本特例措置による救急業

務の実施に関し、その適正な実施を確保すべく条例で措置を講じる場合は、

当該条例（案）の写しを提出してください。 

その他、認定に必須の書類ではありませんが、地方公共団体において発行

している広報誌等についても、特例措置の適用に伴う住民への周知を確認す

るために可能な限り添付してください。 

６．その他 

  認定に当たっては、現行規定により担保される安全性と同等の安全性が確

認されること等を精査する必要があるため、認定申請を予定している場合は、

できる限り早めに消防庁救急企画室まで御相談ください。 
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番号 都道府県名
申請地方公共

団体名
特区の名称 区域の範囲 特区の概要

規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 認定回

1 神奈川県 横浜市
よこはま救急改革
特区

横浜市の全域

横浜市は、全国で初めて救急業務を開始した救急発祥の
地であるが、近年救急件数は増加傾向にあり、多発する救
急要請の重複で救命処置開始が遅れるなど、「救える命も
救えない」状況にある。そこで、特例措置を活用し、119番通
報時の緊急度・重症度識別により、「緊急度・重症度が低
い」と判断された場合、救急自動車１台に救急隊員２名で出
場するなど弾力的運用を行う。これにより、救急事案の多
発・重複等で対応できる救急隊が不在となる状況を解消し、
早期の救命処置を開始することにより、救命率向上を図る。

413 ・救急隊編成の弾力化 第１６回

⑥規制の特例措置を適用した特区計画の一覧
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①特例措置の評価・調査経緯
特産酒類の製造事業（特例措置番号７０９（７１０,711））

＜これまで＞
酒類を製造しようとする者は、酒類の品目別・製造場ごとに、その製造場の所在地を所轄する税務署長の製造免許を受けなければなら
ない。製造免許の要件の一つとして、製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が一定の数量に達しない場合は
免許を受けることができない（最低製造数量基準）。

＜主な要件＞
○地方公共団体が、構造改革特別区域内において生産される農産物等であって地方公共団体の長が特産物として指定したもの
を用いた特産酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受
けること。
○当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において、地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物（当該特区内
において生産されたものに限る。）や水産物（当該特区の周辺の漁場において採捕・養殖されたものに限る。）等を原料とし
て特産酒類を製造すること

＜取り巻く環境の変化＞
地域ブランドの果実酒等の販売を通じて、交流人口の拡大や地域農産物の利用拡大を図りたいという要請が増大してきた。

＜関係法令等＞
酒税法第７条第２項

認定計画数：
１３１件（累計）
１２７件（令和５年８月末現在）
【ほか３件は国家戦略特区で活用】

~自然豊かな梅の里吉野川市美郷・梅酒特区~（平成２０年７月認定） 実施主体：吉野川市

吉野川市美郷地区は県内有数の梅産地であるが、安価な輸入青果による価格低迷、後
継者不足等の問題が顕著化している。その一方で、同地区は、徳島市及び高松市から気
軽に訪れる観光地という利点を持つ。

このため、生産現場を消費者自らが訪問できる環境づくりを進めることにより、「地域で生
産し、地域に来て消費（購入）する」新たな地産地消モデルを構築し、生産者の顔が見える
「安全・安心」な地元産梅を使用した梅酒をセールスポイントとして活用することで、新たな
美郷ブランドを確立し、交流人口の増加及び地域経済の活性化を図る。

◎実際の取組事例

構
造
改
革
特
区
の
活
用

地域の特産物である農産物等を原料とした単式蒸留焼酎、果実酒、原料用アルコール又はリキュール（以下「特産
酒類」という。）を製造するため、特産酒類の製造免許を申請した場合には、最低製造数量基準を、単式蒸留焼酎
又は原料用アルコールにあっては適用除外、果実酒にあっては2ｋｌ、リキュールにあっては1ｋｌとする。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応方針
令和元年
(R2.3.27)

令和５年度に改
めて評価を行う。

評価・調査委員会による調査では、

・観光客の増加が見込まれ、地域のPRにつな

がっている

・原料を地域ブランドとする計画がある

・販売区域が限定されているので緩和を要望

する

などの回答があった。

関係府省庁の調査によると、酒税の納税申

告事績は１件で、当該１件に期限後申告の問

題があった。

また、関係府省庁から、認定件数が増加し

た場合、税務執行のコスト上昇が課題となり

得るとの見解が示された。

関係府省庁としては、本特定事業の認定件

数がまだ少なく、かつ、現時点で納税申告事

績が１件のみであることから、全国展開によ

る弊害の発生の有無について判断するのは時

期尚早と考えているとのことであった。

地域活性化部会の審議においては、現段階

では全国展開による効果・弊害の判断には件

数が少ないとしつつ、次のような意見・提言

が出された。

・税務行政コストは業務体制の工夫による節

減の可能性があるのではないか。

・納税申告において発生した問題は、特定事

業に起因するものであるかどうか精査すると

ともに、必要な防止措置を講ずべき。

関係府省庁及び事務局は、現在及び今
後認定される特区における新たな弊害・
効果の発生について引き続き情報収集す
ること。その状況を踏まえ、評価・調査
委員会は令和５年度に改めて評価を行う。
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②関係府省庁の調査票案

令和５年度調査の概要 

１．関 係 府 省 庁 名 

２．特 例 措 置 番 号 

３．特定事業の名称 

４．弊害の発生に関する調査 

① 調査内容  納税申告義務の不履行等の法令違反の発生が想定される

ことから、記帳義務等が適正に履行されているか、申告内容

が適正か、納税が適正に行われているか等について調査を

行うとともに、この特例の創設に伴い、構造改革特別区域内

において、特例適用者以外の者による酒類の無免許製造が

行われていないか確認する。 

 また、執行コスト増大が想定されることから、税務執行コスト

の状況について検証する。 

② 調査方法  特区の認定地域を所轄する国税局及び税務署（国税局等）

に対し、特例適用者に対する調査・指導事績等の報告を求め

る。 

③ 調査対象 特区の認定地域を所轄する国税局等 

④ 実施スケジュール 調査票の配付      令和５年 10 月 

調査票の回収      令和５年 11 月 

調査結果の取りまとめ 令和５年 12 月 

財務省 

709（710,711） 

特産酒類の製造事業の一部（単式蒸留焼酎及び原料用ア

ルコールに関する事項）
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特産酒類（単式蒸留焼酎又は原料用アルコール）特区に係る事務等の状況調査票 
（調査対象期間：令和4年 9月～令和5年 8月） 

局 署 名 （ 国税局） 署  

調査項目 調 査 内 容 
所要日数 

(人/日) 

１ 免許場数等 場 （ 者） 

※令和5年 8月 31日現在の状況

－ 

２ 集合指導等の状況 

（概要） 

３ 
広報・周知活動等の

状況 

（概要） 

４ 

特産酒類特区に起

因する非違等によ

り実施した事務の

状況 

※単式蒸留焼酎又は原

料用アルコール製造が

解禁されたものと納税

者が誤認していたよう

な事例があった場合に

は、必ず記載する。

（実施項目及び内容） 

５ 

特産酒類特区に関

する事務の実施に

あたり、事務の効率

化に留意した点 

※随時・実地調査を含

む。

（事務の区分及び内容） 

（注）欄が不足する場合は、適宜修正の上、記載する。 

709（710,711） 
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特産酒類（単式蒸留焼酎及び原料用アルコール）製造免許者個別調査票 

１． 製造者名等 

製造者名 

製造場所在地 

免許年月日 

主たる事業 

２．経営状況 

(1) 直近２年間の収支（損益）状況 （単位：千円） 

令和３年分 令和４年分 

売上(収入)金額 

売上総利益 

営業利益 

控除前所得金額 

(2) 免許取得後における経営状況の変化について

３．酒税申告事績 

３－１ 単式蒸留焼酎に係るもの 

(1) 直近２年間（会計年度）の申告状況 （単位：ℓ、千円） 

令和３年分 令和４年分 

製造数量 

課税移出数量 

酒税額 

(2) 調査対象期間の申告状況（当初申告） （単位：ℓ、千円） 

課税期間 R4年 8月分 R4年 9月分 R4年 10月分 R4年 11月分 R4年 12月分 R5年 1月分 

課税移出数量 

酒税額 

期限内申告 

期限内納付 

課税期間 R5年 2月分 R5年 3月分 R5年 4月分 R5年 5月分 R5年 6月分 R5年 7月分 

課税移出数量 

酒税額 

期限内申告 

期限内納付 

5



(3) 調査対象期間における修正申告の状況（調査に係るものを除く。）

課税期間 修正申告による納付税額 主な修正内容の概要 

３－２ 原料用アルコールに係るもの 

(1) 直近２年間（会計年度）の申告状況 （単位：ℓ、千円） 

令和３年分 令和４年分 

製造数量 

課税移出数量 

酒税額 

(2) 調査対象期間の申告状況 （単位：ℓ、千円） 

課税期間 R4年 8月分 R4年 9月分 R4年 10月分 R4年 11月分 R4年 12月分 R5年 1月分 

課税移出数量 

酒税額 

期限内申告 

期限内納付 

課税期間 R5年 2月分 R5年 3月分 R5年 4月分 R5年 5月分 R5年 6月分 R5年 7月分 

課税移出数量 

酒税額 

期限内申告 

期限内納付 

(3) 調査対象期間における修正申告の状況（調査に係るものを除く。）

課税期間 修正申告による納付税額 主な修正内容の概要 

４．実地調査等の状況（調査対象期間：令和4年 9月～令和5年 8月） 

調査年月日 主な非違項目 措置内容 
調査日数 

(人/日) 
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５．個別指導の状況（調査対象期間：令和4年 9月～令和5年 8月） 

指導年月日 主な指導項目 指導項目の概要 
所要日数 

(人/日) 

６．特記事項 

(1) 所轄税務署から製造場までの距離及び所要時間

(2) 単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの販売価格及び販売態様（宿泊客に提供、容器詰め販売等）

(3) 納税事績（期限後納付（分割納付）の有無、滞納事績の有無）

(4) その他製造者・製造場に関する固有の事情等
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構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 

令和５年度 規制の特例措置の評価に関する調査 

・本調査は、質問票１と質問票２により構成されています。 

・質問票１は、すべての規制の特例措置について共通の質問です。 

・質問票２は、規制の特例措置ごとに異なる質問です。 

・各設問の指示に従って、対応する回答票に記入してください。
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質問票１（規制の特例措置に共通の質問項目） 

Ｑ１ 

貴地域の基礎情報をご記入ください。 

⇒回答欄１

Ｑ２ 

認定された特区計画についてご記入ください。 

⇒回答欄２

Ｑ３ 

現在、本特定事業の進捗状況は、認定特区計画に定めた目標のとおり進んでい

ますか（実施していますか）。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１．予定より進んでいる／実施している 

２．予定どおりに進んでいる／実施している 

３．予定より遅れている／実施できていない 

⇒回答欄３

Ｑ４ 

本特定事業による効果は認定特区計画のとおりに発現していますか。あては

まるものを選んでください（１と２は重複回答可）。 

１．計画当初から期待していた効果が発現している 

２．計画当初には期待していなかった効果が発現している 

３．発現していない 

４．わからない 

⇒回答欄４

Ｑ５ 

構造改革特別区域制度に関するご意見、ご要望がありましたら記入ください。

（任意） 

⇒回答欄５

⇒ 質問票１は以上です。質問票２へ進んでください。 
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質問票２（各規制の特例措置毎に異なる質問項目） 

特定事業番号 ７０９（７１０,７１１） 

特定事業名 特産酒類の製造事業の一部（単式蒸留焼酎又は原料用アル

コールに関する事項）

特定事業の内容 地域の特産物である農産物等を原料とした単式蒸留焼酎又

は原料用アルコールを製造しようとする者が、これらの酒

類の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低

製造数量基準（単式蒸留焼酎１０キロリットル、原料用ア

ルコール６キロリットル）を適用除外とする。

まず、質問票１にある共通質問項目Ｑ１～Ｑ５までの回答を地方公共団体に

おいてご回答ください。 

次に、質問票２にあるＱ６に進んでください。回答する際に、Ｑ１２～Ｑ１

５は、実際に事業を行う事業者からご意見を聴取の上、地方公共団体において

ご回答ください。 

Ｑ６ ＜認定地方公共団体への質問＞ 

単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造事業、製造施設数、製造数量（ま

た、それに対する製造期間）を具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄Ｑ６

Ｑ７ ＜認定地方公共団体への質問＞ 

本事業は、地域にどのようなメリットがありましたか。（観光客の増加、農業

者の増加等）また、それらのメリットの中には、全国的な規制改革ではなく、

特区であるがゆえのメリットはありますか。様々な面から具体的にご記入く

ださい。 

⇒ 回答欄Ｑ７

Ｑ８ ＜認定地方公共団体への質問＞ 

Ｑ７で回答いただいたメリット及び特区であるがゆえのメリットについて、

仮に全国的な規制改革（特区だけではなく全国で本事業が実施可能となる）

が行われた場合、どのような影響があると考えられますか。メリット面、デ

メリット面を具体的にご記入ください。

⇒ 回答欄Ｑ８
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Ｑ９ ＜認定地方公共団体への質問＞ 

単式蒸留焼酎又は原料用アルコールに関連した新たな食品、加工品等の地域

ブランドの開発・製造販売などの例がありましたら、具体的にご記入くださ

い。 

⇒ 回答欄Ｑ９

Ｑ１０ ＜認定地方公共団体への質問＞ 

本特定事業を実施するにあたっての要件や手続き、他の法制度等の問題につ

いて、お気づきの点があれば、具体的にご記入ください。また、問題点等あ

れば、その改善策についてもご記入ください。 

⇒ 回答欄Ｑ１０

Ｑ１１ ＜認定地方公共団体への質問＞ 

特区に認定されたことで、特区内であれば製造免許を受けなくても特定酒類

を製造できるといった誤認による違反事例の発生等を防止する観点から、制

度内容の広報等を積極的に行うことが求められていますが、どのような広報

等を行われましたか。具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄Ｑ１１

Ｑ１２ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

本特例は、貴社（組織、団体等）にどのようなメリットがありましたか。（地

域ブランド化、特産酒類の販売拡大等）また、それらのメリットの中には、

全国的な規制改革ではなく、特区であるがゆえのメリットはありますか。様々

な面から具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄Ｑ１２

Ｑ１３ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

Ｑ１２で回答いただいたメリット及び特区であるがゆえのメリットについ

て、仮に全国的な規制改革（特区だけではなく全国で本事業が実施可能とな

る）が行われた場合、どのような影響があると考えられますか。メリット面、

デメリット面を具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄Ｑ１３

Ｑ１４ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

特区計画・事業の推進にあたり、国の関係機関（税務署等）からは、どのよ

うな支援・協力が得られましたか。また、得られていますか。 

⇒ 回答欄Ｑ１４
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Ｑ１５ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

本特定事業を実施するにあたっての要件や手続き、他の法制度等の問題につ

いて、お気づきの点があれば、具体的にご記入ください。また、問題点等あ

れば、その改善策についてもご記入ください。 

⇒ 回答欄Ｑ１５

質問はこれで終わりです。ご協⼒ありがとうございました。 
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④評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表１
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７０９（７１０，７１１） 特産酒類の製造事業 

１．特例を設ける趣旨 

地域ブランドの単式蒸留焼酎や果実酒等の販売を通じて、交流人口の拡大

や地域農産物の利用拡大に資するよう、地域の特産物を原料とした単式蒸留

焼酎、果実酒、原料用アルコール又はリキュール（以下「特産酒類」といい

ます。）を製造しようとする者が特産酒類に係る製造免許を申請した場合には、

酒類の製造免許に係る最低製造数量基準を、単式蒸留焼酎又は原料用アルコ

ールについては適用除外とすることとし、果実酒又はリキュールについては

引き下げることとするものです。 

２．特例の概要 

地方公共団体が、特区内において生産される農産物、当該特区の周辺の漁場

の区域内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しく

は当該水産物を原材料として製造される加工品（以下「特区内農産物等」とい

います。）であって地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域

の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その

認定を受けたときは、当該認定を受けた特区計画に定められた本事業の実施主

体である者が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において特産酒類を

製造するため、特産酒類に係る製造免許を申請した場合には、酒税法第７条第

２項（最低製造数量基準）の規定は、単式蒸留焼酎又は原料用アルコールにあ

っては適用除外、果実酒にあっては２キロリットル、リキュールにあっては１

キロリットルとすることとされます。

なお、特産酒類に係る製造免許を受けた者は、酒税法の規定に基づき、酒

税額等の申告、納税及び酒類の製造、移出等に関する記帳等を行う必要があ

ります。 

３．基本方針の記載内容の解説 

（１）「特産酒類」とは、次の酒類をいいます。 

① 酒税法第３条第１０号に規定する単式蒸留焼酎（地方公共団体の長が

当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品（特区内農

産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限ります。

③、④において「特産農産物等」といいます。）（注１・注２）を主たる

原料としたものに限ります。） 

② 酒税法第３条第１３号（ニ及びホ（同号ニに掲げる酒類に一定の植物

を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限ります。）を除きま

⑤評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル
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す。）に規定する果実酒（地方公共団体の長が当該地域の特産物として指

定した果実（注１）で特区内において生産されたもの（注３）以外の果

実を原料としたものを除きます。） 

③ 酒税法第３条第１７号に規定する原料用アルコール（単式蒸留焼酎の

製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵さ

せたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したものに限ります。） 

④ 酒税法第３条第２１号に規定するリキュール（酒類及び特産農産物等

を原料の全部又は一部としたものであって特区内に所在する自己の酒類

の製造場において製造された酒類を原料としていないものに限ります。） 

（注１）特区計画の規制の特例措置の内容には、地方公共団体の長が地域

の特産物として指定したものである旨等を記載していただくとともに、

当該指定の事実が客観的に認識できるもの（例えば、地方公共団体の

長が地域の特産物として指定したものであることを証する書面や、そ

のことが明記されている当該地方公共団体ホームページの情報など）

をお示しいただく必要があります。 

（注２）特区内農産物等に準ずるものとして、災害等により特区内農産物

等を原料として上記①、③又は④の酒類を製造することができなくな

った場合（当該災害等により当該特区内農産物等を上記①、③又は④

の酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の

長から証明（※）を受けた場合に限ります。）は、当該特区外の地域に

おいて生産等された当該特区内農産物等と同一の種類のものが含まれ

ます。 

（※）税務署長が地方公共団体の長に対して証明事項の確認を求めるこ

とがありますので、御協力ください（注３についても同様です。）。 

（注３）特区内で生産された果実に準ずるものとして、災害等により特区

内において生産された果実（地方公共団体の長が地域の特産物として

指定したものに限ります。）を原料として上記②の酒類を製造すること

ができなくなった場合（当該災害等により当該特区内で生産された当

該果実を上記②の酒類の原料とすることができなくなったことにつき

地方公共団体の長から証明（※）を受けた場合に限ります。）は、当該

特区以外の地域において生産された当該果実が含まれます。 

（２）酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため、上記（１）①の特産酒

類に係る製造免許については、製造する酒類の数量につき各年度（毎年４

月１日から翌年３月３１日までの間をいいます。）ごとに、酒税法第７条第

２項第４号に定める数量（１０キロリットル）を超えない範囲内に限る旨

の条件が付される場合があります。 
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（３）本特例措置の適用を受けて上記（１）③の特産酒類に係る製造免許を受

けた者が製造した当該特産酒類は、当該特産酒類に係る製造免許を受けた

者が特区内に所在する自己の営業場又は製造場（当該製造免許を受けた製

造場に限ります。）において飲用に供する場合、特区内に所在するホテル、

旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者

に対し、当該営業場又は製造場において飲用に供させるために販売する場

合を除き、販売することはできません。 

この「販売」とは、対価を得て行われる譲渡をいうものであり、無償に

よる譲渡はこれに含まれません。 

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

地方公共団体が特区に認定されることで、特区内であれば製造免許を受け

なくても特産酒類を製造できるといった誤認による違反事例の発生等を防止

する観点から、特区に認定された地方公共団体は、制度内容の広報等を積極

的に行うようお願いします。 

  また、特産酒類に係る製造免許を受けた者が、酒税法の規定（酒税額等の

申告・納付及び酒類の製造・移出等に関する記帳等（※））に違反すると、罰

則の対象となり、製造免許が取り消されることもありますので、地方公共団

体は、製造者が酒税法違反とならないよう留意してください。 

  （※）特区内農産物等を原料としていることを明らかにするため、記帳に当

たっては、帳簿等に特産物である原料の仕入先や、原料の原産地を記載す

るほか、仕入先が発行する原料の原産地が記載された納品書等を保存等す

るよう地方公共団体において指導をお願いします。 

地方公共団体は、上記３（１）①の特産酒類の製造事業について、実施主体

の事業計画案（収支の見込み、所要資金の額及び調達方法並びにこれらの積算

の根拠を記載した書類をいいます。以下同じです。）を確認し、酒税が適切に

納税できる事業計画案となるよう、必要に応じて指導をお願いします。 

５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

特区計画の策定及び変更に当たり、上記３（１）①の特産酒類について申請を

行う場合には、本事業の実施主体の事業計画案を添付してください。 
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特例措置番号７１２の関連資料 

 

① 評価対象となる規制の特例措置の概要・・・・・・・・・・・・・・・１ 

② 関係府省庁の調査票案【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・２ 

③ 評価・調査委員会の調査票案【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・７ 

④ 評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表１ ・・・・・・・・・１７ 

⑤ 評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル ・・・・・・・１９ 

⑥ 規制の特例措置を適用した特区計画の一覧 ・・・・・・・・・・・・２３ 

資料２-３ 





②関係府省庁の調査票等 

 

  

令和５年度調査の概要 

 

１．関 係 府 省 庁 名  

２．特 例 措 置 番 号  

３．特定事業の名称  

 

４．弊害の発生に関する調査 

① 調査内容  納税申告義務の不履行等の法令違反の発生が想定される

ことから、記帳義務等が適正に履行されているか、申告内容

が適正か、納税が適正に行われているか等について調査を

行うとともに、この特例の創設に伴い、構造改革特別区域内

において、特例適用者以外の者による酒類の無免許製造が

行われていないか確認する。 

 また、執行コスト増大が想定されることから、税務執行コスト

の状況について検証する。 

② 調査方法  特区の認定地域を所轄する国税局及び税務署（国税局等）

に対し、特例適用者に対する調査・指導事績等の報告を求め

る。 

③ 調査対象 特区の認定地域を所轄する国税局等 

 

 

④ 実施スケジュール  調査票の配付      令和５年 10 月 

 調査票の回収      令和５年 11 月 

 調査結果の取りまとめ 令和５年 12 月 

 

財務省 

712 

清酒の製造場における製造体験事業 
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清酒製造体験特区に係る事務等の状況調査票 
（調査対象期間：令和4年 9月～令和5年 8月） 

 

 

局 署 名   （     国税局）       署  
 

調査項目 調 査 内 容 
所要日数 

(人/日) 

１ 免許場数等      場 （     者） 
 
※令和5年 8月 31日現在の状況 

－ 

２ 集合指導等の状況 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
広報・周知活動等の

状況 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

清酒製造体験特区

に起因する非違等

により実施した事

務の状況 

（実施項目及び内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

清酒製造体験特区

に関する事務の実

施にあたり、事務の

効率化に留意した

点 

 

 
※随時・実地調査を含

む。 

（事務の区分及び内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）欄が不足する場合は、適宜修正の上、記載する。 
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清酒製造免許者個別調査票 
 

１． 製造者名等 
 

製造者名  

製造場所在地  

免許年月日  

主たる事業  

 

２．経営状況 
 
(1) 直近２年間の収支（損益）状況                         （単位：千円） 

 令和３年分 令和４年分 

売上(収入)金額   

売上総利益   

営業利益   

控除前所得金額   

  

 (2) 免許取得後における経営状況の変化について 

 

 

 

 

 

 

３．酒税申告事績 

 

(1) 直近２年間（会計年度）の申告状況                      （単位：ℓ、千円） 

 令和３年分 令和４年分 

製造数量   

課税移出数量   

酒税額   

 

(2) 調査対象期間の申告状況（当初申告）                     （単位：ℓ、千円） 

課税期間 R4年 8月分 R4年 9月分 R4年 10月分 R4年 11月分 R4年 12月分 R5年 1月分 

課税移出数量       

酒税額       

期限内申告       

期限内納付       

課税期間 R5年 2月分 R5年 3月分 R5年 4月分 R5年 5月分 R5年 6月分 R5年 7月分 

課税移出数量       

酒税額       

期限内申告       

期限内納付       
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 (3) 調査対象期間における修正申告の状況（調査に係るものを除く。） 

課税期間 修正申告による納付税額 主な修正内容の概要 

   

   

   

 

４．実地調査等の状況（調査対象期間：令和4年 9月～令和5年 8月） 
 

調査年月日 主な非違項目 措置内容 
調査日数 

(人/日) 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

５．個別指導の状況（調査対象期間：令和4年 9月～令和5年 8月） 
 

指導年月日 主な指導項目 指導項目の概要 
所要日数 

(人/日) 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

６．特記事項 
 
(1) 所轄税務署から製造場までの距離及び所要時間 

 

 

 

 

(2) 清酒の販売価格及び販売態様（宿泊客に提供、容器詰め販売等） 

 

 

 

 

(3) 納税事績（期限後納付（分割納付）の有無、滞納事績の有無） 
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(4) その他製造者・製造場に関する固有の事情等 
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構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 

令和５年度 規制の特例措置の評価に関する調査 
 

 

 

 

 

・本調査は、質問票１と質問票２により構成されています。 

・質問票１は、すべての規制の特例措置について共通の質問です。 

・質問票２は、規制の特例措置ごとに異なる質問です。 

・各設問の指示に従って、対応する回答票に記入してください。 
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質問票１（規制の特例措置に共通の質問項目） 

 

Ｑ１ 

貴地域の基礎情報をご記入ください。 

⇒回答欄１ 

 

Ｑ２ 

認定された特区計画についてご記入ください。 

⇒回答欄２ 

 

Ｑ３ 

現在、本特定事業の進捗状況は、認定特区計画に定めた目標のとおり進んでい

ますか（実施していますか）。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１．予定より進んでいる／実施している 

２．予定どおりに進んでいる／実施している 

３．予定より遅れている／実施できていない 

⇒回答欄３ 

 

Ｑ４ 

本特定事業による効果は認定特区計画のとおりに発現していますか。あては

まるものを選んでください（１と２は重複回答可）。 

１．計画当初から期待していた効果が発現している 

２．計画当初には期待していなかった効果が発現している 

３．発現していない 

４．わからない 

⇒回答欄４ 

 

Ｑ５ 

構造改革特別区域制度に関するご意見、ご要望がありましたら記入ください。

（任意） 

⇒回答欄５ 

 

⇒ 質問票１は以上です。質問票２へ進んでください。 
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質問票２（各規制の特例措置毎に異なる質問項目） 

 

特定事業番号 ７１２ 

特定事業名 清酒の製造場における製造体験事業 

特定事業の内容 特区内に所在する区域の魅力の増進に資する施設におい

て、当該施設内に設けた清酒の製造体験事業を実施しよう

とする製造場と既存の製造場を一の製造場としてみなす。 

 

まず、質問票１にある共通質問項目Ｑ１～Ｑ５までの回答を地方公共団体に

おいてご回答ください。 

次に、質問票２にあるＱ６に進んでください。回答する際に、Ｑ１０～Ｑ１

８は、実際に事業を行う事業者からご意見を聴取の上、地方公共団体において

ご回答ください。 

 

Ｑ６ ＜地方公共団体への質問＞ 

これまでに実施した製造体験事業における実施回数、１回の製造体験に要す

る日数及び参加人数について、年度別にご回答ください。 

⇒ 回答欄６ 

 

Ｑ７ ＜地方公共団体への質問＞ 

本事業による想定される効果例を示しますので、効果の有無及び理由につい

てご回答ください。なお、得られた便益や削減されたコストを示すなど、可

能な限り定量的かつ具体的にご回答ください。 

⇒ 回答欄７ 

 

Ｑ８ ＜地方公共団体への質問＞ 

Ｑ７で回答した効果（メリット）について、全国的な規制改革ではなく、特

区であるがゆえのメリットはありますか。 

⇒ 回答欄８ 

 

Ｑ９ ＜地方公共団体への質問＞ 

仮に、本特定事業を全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）す

る場合、どのようなことが考えられますか。特に以下に示す観点から具体的

にご回答ください。 

 ・現在認定を受けている特区以外で、実施事業者が増加するか 

 ・貴地域以外で実施しても、効果・弊害等が発生するか 

 ・特区として先行して実施してきた貴地域にどのような影響（メリット・

デメリット）があるか 
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⇒ 回答欄９ 

 

Ｑ１０ ＜地方公共団体への質問＞ 

本特定事業を実施するにあたって、弊害等の有無及び内容についてご回答く

ださい。 

⇒ 回答１０ 

 

Ｑ１１ ＜地方公共団体への質問＞ 

貴地域が特区に認定されることで、「特区内であれば製造免許を受けなくて

も清酒を製造できる」などといった誤認による違反事例の発生等の有無をご

回答ください。また、違反事例が発生しないよう、制度内容の広報周知等をどのよ

うに実施しているかご回答ください。 

⇒ 回答１１ 

 

Ｑ１２ ＜地方公共団体への質問＞ 

本特定事業の目的は清酒の製造体験を通じた地域の活性化です。 

・認定計画特定清酒製造者の取引先以外には参加の機会がない 

・参加者に賃金を支払って作業に従事させる 

など、本特例措置の趣旨に鑑みて不適切な事業内容となっていないかご回答

ください。 

⇒ 回答１２ 

 

Ｑ１３ ＜地方公共団体への質問＞ 

本特定事業を実施するにあたっての要件や手続き、関連する他の法制度等の

問題について、お気づきの点があれば、具体的にご回答ください。 

⇒ 回答欄１３ 

 

Ｑ１４ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

本事業による想定される効果例を示しますので、効果の有無及び理由につい

てご回答ください。なお、得られた便益や削減されたコストを示すなど、可

能な限り具体的かつ定量的にご回答ください。 

⇒ 回答欄１４ 

 

Ｑ１５ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

Ｑ１４で回答した効果（メリット）について、全国的な規制改革ではなく、

特区であるがゆえのメリットはありますか。 

⇒ 回答欄１５ 
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Ｑ１６ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

製造体験事業内容については、清酒の製造工程のみならず、例えば事業者や

酒米生産者による講義を併せて実施するかなど、清酒の特色や地域文化の深

い理解に繋がるような内容となるよう工夫することが求められているが、具

体的にどのような内容としているか、ご回答ください。 

⇒ 回答欄１６ 

 

Ｑ１７ ＜実際に事業を行う事業者への質問＞ 

酒税法に基づく、必要な申告納税や各種帳簿記載の実施状況について、適切

に実施したかご回答ください。また、税務当局の検査や調査による指摘事項

の有無について、ご回答ください。 

⇒ 回答欄１７ 

 
 

質問はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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番号 712
特定事業の名称 清酒の製造場における製造体験事業
措置区分 法律
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

酒税法（昭和28年法律第６号）第７条第１項

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目（第３条第７号から第
23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。）別に、製造場ごとに、その製造
場の所在地の所轄税務署長の免許（以下「製造免許」という。）を受けなければな
らない。ただし、酒類の製造免許を受けた者（以下「酒類製造者」という。）が、
その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類につ
いては、この限りでない。

特例措置の内容 １．地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第７条第１
項の規定により清酒（同法第３条第７号に規定する清酒をいう。以下この表におい
て同じ。）の製造免許を受けた者（以下この表において「清酒製造者」という。）
が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設（以下この表において「特定
施設」という。）において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の
活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を
受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画
（構造改革特別区域法第６条第１項の規定による変更の認定があったときは、その
変更後のもの）に定められた同法別表第17号に掲げる特定事業の実施主体である当
該清酒製造者（以下この表において「認定計画特定清酒製造者」という。）が、当
該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を
受けた製造場（酒税法第28条第６項及び第28条の３第４項、租税特別措置法（昭和
32年法律第26号）第87条の６第９項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
（昭和46年法律第129号）第81条第１項の規定により酒類の製造免許を受けた製造
場とみなされた場所並びに既に本特例措置の適用を受けている製造場を除く。以下
この表において「既存の製造場」という。）の所在地の所轄税務署長に申請をし、
その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所（当該構
造改革特別区域計画に定められた当該特定施設（下記７（３）において「認定計画
特定施設」という。）内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。）につ
いては、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は
酒税の保全に関する法令の規定を適用する。

２．本特例措置の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承
認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の
製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承
認を与えないことができる。

３．本特例措置の承認を受けた者は、当該承認に係る既存の製造場（以下この表に
おいて「主製造場」という。）と本特例措置の適用により主製造場と一の清酒の製
造場とみなされた場所（以下この表において「体験製造場」という。）との間で酒
母（酒税法第３条第24号に規定する酒母をいう。下記７（４）及び８において同
じ。）又はもろみ（同条第25号に規定するもろみをいう。下記７（４）及び８にお
いて同じ。）を移動しようとする場合には、その旨を当該承認をした税務署長に届
け出なければならない。
４．体験製造場から移出した酒類に係る酒税の納税地は、酒税法第53条の規定にか
かわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。

５．本特例措置の承認を受けた者が体験製造場において酒類を製造し、又は移出し
た場合における酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和28年法律第７号）
第９条第１項、第14条第１項及び第２項並びに第86条の５の規定の適用について
は、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る主
製造場において製造し、又は移出したものとみなす。
６．税務署長は、本特例措置の承認を受けた者又は体験製造場について、酒税の取
締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事
情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

７．次の（１）から（10）までに掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該
（１）から（10）までに定める日に、本特例措置の承認は、その効力を失う。この
場合において、当該承認に係る者又はその相続人（包括受遺者を含む。下記９にお
いて同じ。）は、（１）から（５）までに掲げる場合（（４）に掲げる場合にあっ
ては、（４）に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが
異なる場合に限る。）のいずれかに該当するときは、遅滞なく（（５）にあって
は、体験製造場において清酒の製造を廃止するときまでに）、その旨を当該承認を
した税務署長に届け出なければならない。
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（１） 構造改革特別区域法第９条第１項の規定により本特例措置の認定が取り消
された場合 当該認定が取り消された日
（２） 本特例措置の承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった場合
（（１）に該当する場合を除く。） 当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造
者でなくなった日
（３） 体験製造場の所在する特定施設が認定計画特定施設でなくなった場合
（（１）に該当する場合を除く。） 当該特定施設が認定計画特定施設でなくなっ
た日
（４） 本特例措置の承認を受けた者が体験製造場について酒税法第７条第１項又
は第８条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合 当該
承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日
（５） 体験製造場における清酒の製造を廃止した場合 当該清酒の製造を廃止し
た日
（６） 酒税法第７条第４項の規定により本特例措置の承認を受けた者の主製造場
に係る清酒の製造免許に付された期限（同条第５項の規定により当該期限が延長さ
れた場合には、その延長後の期限。下記８（１）において同じ。）が経過した場合
当該期限が経過した日の前日
（７） 主製造場に係る清酒の製造免許が酒税法第12条の規定により取り消され、
又は同法第17条第１項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該清酒の製
造免許が取り消された日

（８）本特例措置の承認を受けた者（法人に限る。）の合併又は解散により主製造
場に係る清酒の製造免許が消滅した場合 当該清酒の製造免許が消滅した日
（９）本特例措置の承認を受けた者（個人に限る。）が死亡した場合 当該承認を
受けた者が死亡した日
（10）酒税法第16条第１項の規定により許可を受けて主製造場を移転した場合 当
該主製造場を移転した日

８．次の（１）から（３）までのいずれかに該当するときは、その該当することと
なった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ（以下この表において「酒類等」とい
う。）をその体験製造場から移出したものとみなして、酒税法その他酒税又は酒税
の保全に関する法令の規定を適用する。この場合において、酒母又はもろみは、そ
の他の醸造酒（酒税法第３条第19号に規定するその他の醸造酒をいう。以下この表
において同じ。）とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者
とみなす。
（１）上記７の規定により本特例措置の承認が失効した場合において、当該承認に
係る酒類等（酒税法第７条第１項ただし書又は第８条ただし書の規定の適用を受け
たものを含む。（２）において同じ。）がその体験製造場に現存するとき（（３）
に該当する場合を除く。）。ただし、下記９の規定により酒類（清酒に限る。）の
製造又は販売の継続を認められた場合（上記７（６）又は（７）に該当する場合に
あっては、７（６）の期限の経過又は同法第17条第１項の規定による申請に基づく
製造免許の取消しと同時に同法第20条第１項の規定により清酒の販売の継続を認め
られた場合に限る。）を除く。
（２）上記６の規定により本特例措置の承認が取り消された場合において、当該承
認に係る酒類等がその体験製造場に現存するとき（（３）に該当する場合を除
く。）。
（３）上記６の規定により本特例措置の承認が取り消された者又は酒税法第12条の
規定により主製造場に係る清酒の製造免許を取り消された者が下記９の規定の適用
を受けてその体験製造場において清酒を製成したとき。
９．上記６又は７の規定により本特例措置の承認が取り消され、又は失効した場合
において、当該体験製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該
承認に係る者（合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又
は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、上
記７（６）から（８）までに該当する場合にあっては酒税法第20条第１項の規定の
適用がある者に限る。）又はその相続人（同法第19条第２項又は第20条第１項の規
定の適用がある者に限る。）の申請により、期間を指定し、当該酒類（清酒に限
る。以下９において同じ。）の製造又は販売を継続させることができる。この場合
において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税
が完納されるまでの間は、これらの者を本特例措置の承認を受けた認定計画特定清
酒製造者とみなして、この表（上記２、６及び７を除く。）の規定を適用する。

同意の要件 特になし

特例措置に伴い必
要となる手続き
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７１２ 清酒の製造場における製造体験事業 

１．特例を設ける趣旨 

清酒の製造体験を通じて地域の活性化を図ることを目的として、特区内に清

酒の製造免許を受けた製造場（以下「既存の製造場」といいます。）を有する

清酒製造者が、同特区内に所在する区域の魅力の増進に資する施設に設ける体

験製造場において清酒の製造体験事業を実施しようとする場合には、一の体験

製造場に限り、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなすことで、体験製

造場においても清酒を製造できるようにするものです。 

２．特例の概要 

地方公共団体が、特区内に所在する当該区域の魅力の増進に資する施設にお

いて、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ること

が必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、

既存の製造場を有する認定計画特定清酒製造者が、既存の製造場の所在地の所

轄税務署長に申請し、その承認を受けた場合には、当該施設内に設けた清酒の

製造体験事業を実施しようとする製造場と既存の製造場を一の清酒の製造場

としてみなすことができるものです。 

なお、体験製造場については、既存の製造場と併せて、酒税法の規定に基づ

き、酒税額の申告、納付及び酒類の製造、移出等に関する記帳等を行う必要が

あります。 

３．基本方針の記載内容の解説 

（１）「清酒製造者」とは、酒税法第７条第１項の規定により清酒の製造免許を

受けた者をいいます。 

（２）「特定施設」とは、当該区域の魅力の増進に資する施設をいいます。この

当該区域の魅力の増進に資する施設とは、当該施設が地域の歴史・文化を

反映していること、優れた自然の風景地に立地すること等から、当該施設

に清酒の体験製造場を設置することにより集客効果が見込まれるもの（例．

廃校、古民家の活用等）又は、当該施設において地域の歴史や文化等の紹

介と併せて特産品を紹介・販売すること等から、区域において既に一定の

集客力を有しており、当該施設に清酒の体験製造場を設置することにより

更なる集客効果が見込まれるもの（例．道の駅、産直市場）等をいいます。 

（３）「認定計画特定清酒製造者」とは、内閣総理大臣の認定を受けた特区計画

に定められた清酒の製造体験事業の実施主体である清酒製造者のことをい

います。 

⑤評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル
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（４）体験製造場は、特区計画に定められた特定施設内の一の場所に設置する

必要があります。 

（５）「清酒の製造体験」とは、認定計画特定清酒製造者の指導の下、国内外の

観光客等であっても、実際に地域を訪れ、通常では経験できない清酒の製

造工程（例えば、もろみの仕込み等）に自ら携わることをいいます。 

地方公共団体は、毎年７月末までに前１年に実施した製造体験事業の結果

を、内閣府地方創生推進事務局に報告してください。なお、報告書には実施

日時、参加人数、実施内容等の製造体験事業の実施の状況その他地方創生に

資する活動の有無のほか、認定計画特定清酒製造者及び認定地方公共団体に

おける経済的社会的効果の発現状況等を記載してください。 

（６）特区法の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた製

造場及び酒類の販売業免許を受けた販売場には、体験製造場を設けること

はできません。 

（７）認定計画特定清酒製造者が本特例措置に基づき事業を実施するためには、

既存の製造場の所轄税務署長に対して、既存の製造場と清酒の体験製造場

を一の清酒の製造場としてみなすための承認申請手続が必要となりますの

でご留意ください。 

 

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

（１）本特例措置の目的は清酒の製造体験を通じた地域の活性化であることを

踏まえ、 

・ 認定計画特定清酒製造者の取引先以外には参加の機会がない 

・ 参加者に賃金を支払って作業に従事させる 

など、本特例措置の趣旨に鑑みて不適切な事業内容とならないよう留意して

ください。本特例措置の目的に沿わない事業については、特区計画の認定取

消しの対象になることがあります。 

（２）特区計画の作成に当たっては、製造体験事業の実施回数や参加人数や周

辺施設の入込客数等のできる限り定量的な目標や経済的社会的効果を記載

することにより、事後の実効的な効果検証が可能となるよう留意してくだ

さい。 

（３）本特例措置の目的を踏まえ、製造体験事業の内容については、清酒の製

造工程のみならず、例えば事業者や酒米生産者による講義を併せて実施する

など、清酒の特色や地域文化の深い理解に繋がるような内容となるよう工夫

してください。特区計画の認定に当たっては、製造体験事業の内容の見直し

を求めることがあります。 

（４）地方公共団体が特区に認定されることで、特区内であれば製造免許を受
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けなくても清酒を製造できるといった誤認による違反事例の発生等を防止

する観点から、特区に認定された地方公共団体は、制度内容の広報等を積極

的に行うようお願いします。 

（５）認定計画特定清酒製造者が、酒税法の規定（酒税額の申告、納付及び酒

類の製造、移出等に関する記帳等）に違反すると、罰則の対象となり、製

造免許が取り消されることもありますので、ご留意ください。 

（６）特区計画（別紙）「２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者」

の欄においては、実施主体の氏名又は法人名、既存の製造場の所在地及び

名称を特定してください。また、当該事業者が本特例措置を活用した他の

体験製造場を本特区内に設けていないことを地方公共団体として確認済み

であることを記載してください。なお、計画の認定後に本項目の内容に変

更が生じた場合には、特区計画の変更の認定が必要となることにご留意く

ださい。 

（７）体験製造場の所在地の移動が伴わない場合であっても、区画整理等によ

る地名・地番の呼称の変更があった場合には、内閣府地方創生推進事務局

へ報告してください。 

（８）特区計画（別紙）「４ 特定事業の内容」の欄においては、以下の項目に

ついて具体的に明記してください。 

・ 事業に関与する主体 

   ・ 体験製造場が設置される施設の概要（名称、所在地、当該施設にお

いて実施される清酒の製造体験以外の事業の概要その他当該施設の概

要を明らかにするために必要な内容、当該施設の建設が申請時点で終

了していない場合は完成予定日） 

・ 当該施設が地域の魅力の増進に資すると考える理由 

・ 清酒の製造体験事業の内容・募集人数 

   ・ その他地方創生に資する活動の有無 

   ・ 認定計画特定清酒製造者及び認定地方公共団体における経済的社会

的効果の発現見込 

・ 毎年７月末までに前１年に実施した製造体験事業の結果を報告する

旨 

（注）体験製造場が設置される施設については、必ずしも計画の申請時点で

建設が完了している必要はありません。なお、認定計画特定清酒製造者

が所轄税務署長から承認を受ける時点では、建設が完了している必要が

あることにご留意ください。 

（９）体験製造場が設置される施設の詳細については、当該施設に係る事業計

画書を添付書類により提出してください。 
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（10）清酒の製造体験の事業計画書（添付書類）には指導の体制等の製造体験

事業の概要が分かる事項を記載してください。 

 

６．当該特例に関して特に必要な添付書類 

（１）清酒の製造体験の事業計画書 

（２）製造体験の募集パンフレット案等、製造体験の内容の参考となる資料 

（３）既存の製造場の清酒製造免許通知書の写し又は清酒製造免許付与の事実

が確認できる書類 

（４）体験製造場が設置される施設に係る事業計画書 
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番号 都道府県名
申請地方公共

団体名
特区の名称 区域の範囲 特区の概要

規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 認定回

1 北海道
深川市、上川
町

北の大地の清酒製
造体験特区

深川市及び北海道上川郡
上川町の全域

深川市と上川町は、人口減少を背景に地域産業の衰退や
生活・教育基盤の脆弱化といった共通の課題がある。
深川市は全国屈指の米どころで、農業の後継者や技術者を
多数輩出する農業系学科の短期大学があり、上川町には、
大雪山国立公園の雄大な自然や層雲峡温泉等の観光資
源、道内でも数少ない清酒の酒蔵があるなど異なった魅力
があることから、両自治体を結ぶ観光振興事業の促進によ
る地域の活性化を検討している。
特例措置を活用して、清酒の製造体験施設を深川市の短

期大学内に開設することで、産学官連携による清酒の商品
開発、ブランド化を図るとともに、本社のある上川町の観光
資源を活かすなど、両自治体の地域の魅力を増進すること
で、人口減少に負けない活力あるまちづくりを目指す。

712 清酒の製造場における製造体験事業 第５５回

2 新潟県 佐渡市
佐渡・学びの日本
酒特区

佐渡市の全域

本市では、農業経営者の高齢化と担い手不足等から農家
戸数が減少傾向にあり、耕作放棄による農地の荒廃、地域
活力の低下が進んでいる。これを克服し魅力ある地域づくり
を進めるためには、加工等による地場資源の高付加価値
化、さらに観光産業等と連携しての販売促進やブランド化に
よる6次産業化が必要である。
本市の主要農産物である米を原材料とする清酒製造をこ

のフックとし、地域活性化について島内外の参加者が学ぶ
「学校蔵の特別授業」等の取り組みを行っている学校蔵にお
いて清酒の製造体験を実施することで、地域の活性化を図
る。

712 清酒の製造場における製造体験事業 第５０回

3 愛知県 設楽町
設楽のドうまいコメ
で酒づくり体験特区

愛知県北設楽郡設楽町
の全域

設楽町は少子高齢、産業の担い手の減少といった過疎化現
象が顕著な中、主たる観光資源である国指定重要無形民俗
文化財などの伝統芸能、森林や河川といった自然環境は、
地域の経済を動かすほどの力はなく、町の認知度は低い。
設楽町では、国土交通省による設楽ダムの建設計画に伴
い、新たな道の駅の整備などダム湖周辺の振興施策が進ん
でいる。
特例措置を活用することで、地元産の米をコンセプトに観光
客の来訪を促し、町の認知度とブランド力を向上させ、観光
交流人口の増加へと繋げ、地域の活性化を図る。

712 清酒の製造場における製造体験事業 第５１回

4 奈良県 大和郡山
元気城下町（やまと
こおりやま）清酒製
造体験特区

大和郡山市の全域

市内には江戸、明治、大正各時代の建物が多く残り、寺社
や歴史遺構を含め一定の観光資源に恵まれてはいるが、近
隣市にはより知名度のある類似の資源があり、集客力等で
後塵を拝している。一方で城下町周辺は観光案内所の整備
に加え、藍染めや金魚すくいなどの体験施設により徐々に
観光客を増やしており、この流れを加速させることが、集客
の重要な要素となる。
特例措置を活用した清酒の製造体験施設が加わること

で、より幅広い年齢層、客層に市の魅力を訴求することで地
域の活性化を図る。

712 清酒の製造場における製造体験事業 第５２回

5 大分県 宇佐市
宇佐のうまい酒 製
造体験特区

宇佐市の全域

国内旅行者や訪日外国人観光客をターゲットに清酒製造体
験プログラムを開発・実施する。具体的には①原料米の田
植えから仕込み、充填まで一貫して行う製造体験や、②清
酒製造の産物（米麹・酒粕・甘酒）と地元の農水産物がコラ
ボした宇佐ブランド商品の開発・販売等を行う。これにより宇
佐ブランドの価値や魅力を増幅させる上、訪日外国人が帰
国した後も清酒文化と宇佐ブランドの伝道師としてその魅力
を世界に発信してもらう。さらに衰退が懸念される農業・水産
業の振興や地域経済の活性化、観光・交流の促進につなげ
る。

712 清酒の製造場における製造体験事業 第５０回

⑥規制の特例措置を適用した特区計画の一覧
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資料２-４ 





これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応方針

平成２０年
(H21.1.29) ニーズ調査の結果を踏まえて、予定していた評価を行わないこととした。（詳細は次頁）

令和３年
(R3.11.25) 認定地方公共団体の状況等を踏まえて、令和５年度に評価を行うこととした。

2





②関係府省庁の調査票等 

  

  

令和５年度調査の概要 

 

１．関 係 府 省 庁 名  

２．特 例 措 置 番 号  

３．特定事業の名称  

４．弊害の発生に関する調査 

① 調査内容 ①  特区の特例措置により、競馬の公正確保や設備の適切

な運用その他の弊害が生じていないかどうかの観点か

ら、販売規模、苦情等の有無、事務手続き等の行政コスト

等について調査・分析を行う。 

 

②  特区措置を申請していない地方競馬主催者に対して、

場外施設による売上げ規模、特区申請の希望の有無等

について、調査・分析を行う。 

② 調査方法 アンケート調査 

 

③ 調査対象 ① 認定計画作成主催者（愛知県競馬組合） 

② ①以外の地方競馬主催者 

 

④ 実施スケジュール 調査票の配布 令和５年１０月上旬 

調査票の回収 令和５年１１月上旬 

 

 

農林水産省 

１０１０ 

地方競馬における小規模場外設備設置事業 
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全主催者共通

団体名を記⼊してください

H19年度〜R4年度の⾃ら主宰する競⾺に係る勝ち⾺投票券を販売する場外施設数（年
度毎の最⼤数）、⾃ら運営する場外施設数（オーナー場外含む）及びその総窓⼝数の
推移を別紙１に記⼊してください。また、⼤きな数値の変動等がある場合は、回答欄
にその理由をご記⼊下さい。

H19年度〜R4年度の⾃ら主宰する競⾺の総売得⾦、インターネット販売による売得
⾦、場外施設による合計売得⾦の推移を別紙２に記⼊してください。また、⼤きな数
値の変動等がある場合は、回答欄にその理由をご記⼊下さい。

Q1

Q2

Q3
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認定計画作成主催者（愛知県競⾺組合）⽤

（特区計画⽬標の達成状況）
貴組合の特区計画には、計画の実施により期待される効果が記載されていますが、特区
計画で⽰された以下の①〜③に関し、実際の効果の有無について、以下のA~Dの中で
最も当てはまるものを選択するとともに、そのように考える理由を回答欄にご記⼊くだ
さい。
A 特区計画通り⼜は計画以上の効果が得られた
B 特区計画通りの効果があったとは⾔えないが、⼀定の効果は⾒られた
C 特に効果は得られなかった
D 不明（計画の事業が未実施であるため効果が検証できない場合を含む）
①ミニ場外発売所の設置個所数
効果の有無（ ）
理由

②売上げに関する効果（発売１窓⼝当たりの発売額の増加）
効果の有無（ ）
理由

③発売所設置地域の活性化効果（発売１窓⼝当たりの訪問者数の増加）
効果の有無（ ）
理由

（特定事業の効果①）
貴組合の経営等における特定事業の効果について、総売得⾦に対する、特定事業により
設置した⼩規模場外施設による売得⾦の⽐率の推移を別紙３にご記⼊ください。また、
その推移の理由について要因等があれば回答欄にご記⼊ください。

Q５

Q４
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（特定事業の効果②）
特定事業により設置した場外施設の運営コスト総額、１窓⼝当たりのコスト、貴組合の
運営する場外施設における1窓⼝当たりの平均コストの推移について別紙４にご記⼊く
ださい。また、その推移の理由について要因等があれば回答欄にご記⼊ください。

（特定事業の効果③）
上記、売得⾦等への効果のほか、新たなファンの獲得等、⼩規模場外設置が貴組合の経
営等に与えた効果があれば、可能な限り具体的に数値等を引⽤し回答欄にご記⼊くださ
い。

（特定事業の効果④）
⼩規模場外施設の設置に当たり、通常の農林⽔産⼤⾂の承認取得と異なり、本特定事業
の⼿続き（県知事の確認の取得）について、簡素化された点や留意・⼯夫した点があれ
ば回答欄にご記⼊ください。

（特定事業の弊害①）
本特定事業による⼩規模場外施設の設置後に弊害が⽣じている場合、特に以下に⽰す観
点から、発⽣した事象及びその要因について回答欄にご記⼊ください。
・競⾺の公正にかかる問題が⽣じなかったか
・ギャンブル等依存症対策にかかる問題が⽣じなかったか
・場外施設運営に当たりお客様トラブルや苦情・施設不備等が発⽣しなかったか
・地元との調整上の問題が⽣じなかったか
・事務⼿続き上の問題が⽣じなかったか

Q７

Q８

Q９

Q６
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（特定事業の弊害②）
本特定事業による⼩規模場外施設の設置に際して弊害があった場合、特に以下に⽰す観
点から、発⽣した事象及びその要因について回答欄にご記⼊ください。
・地元との調整上の問題が⽣じなかったか
・事務⼿続き上の問題が⽣じなかったか

仮に、本特定事業が全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）され、貴地域
以外で実施した場合に発⽣する効果・問題等について想定されるものがあれば以下の回
答欄にご記⼊ください。

仮に、本特定事業が全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）され、貴地域
以外で実施した場合に発⽣するギャンブル等依存症対策に係る問題等について想定され
るものがあれば以下の回答欄にご記⼊ください。

Q１０

Q１１

Q１２
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本特定事業により設置した⼩規模場外施設について、引き続き設置する意向はあります
か。継続・廃⽌・施設の変更等の意向があれば、時期も含め具体的に回答欄にご記⼊く
ださい。

（特定事業の⼿続きについて）
本特定事業を実施するに当たっての要件や⼿続き、関連する他の法制度等の問題につい
て、お気づきの点があれば具体的にご回答ください。

Q１４

Q１３
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他主催者⽤

参考資料の特区制度について、全国展開された場合に、当該制度を活⽤した⼩規模場
外施設の設置の希望の有無及びその理由を回答欄にご記⼊ください。
希望の有無（ ）
理由

本特区制度の利⽤して⼩規模場外施設を設置する場合に⽣じる弊害等について、懸念
されるものがあれば回答欄にご記⼊下さい。

本特区制度の利⽤を想定するに当たっての要件や⼿続き、関連する他の法制度等の問
題について、お気づきの点があれば具体的にご回答ください。

仮に、本特定事業が全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）され、貴地
域以外で実施した場合に発⽣する効果・問題等について想定されるものがあれば以下
の回答欄にご記⼊ください。

仮に、本特定事業が全国展開（特区認定を受けなくても全国で実施可能）され、貴地
域以外で実施した場合に発⽣するギャンブル等依存症対策に係る問題等について想定
されるものがあれば以下の回答欄にご記⼊ください。

Q４

Q６

Q７

Q5

Q８
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【別紙１】場外施設数の推移（Q2関係）
（箇所）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

【別紙２】売得⾦の推移（Q3関係）
（百万円）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

総売得⾦ (a)

インターネット販売
による売得⾦

(b)

場外施設による
合計売得⾦

(c)

総売得⾦に対する
インターネット販売によ
る売得⾦の⽐率（%)

(b/a) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

総売得⾦に対する
場外施設による売得⾦の
⽐率（%)

(c/a) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

⾃ら主催する競⾺に係る勝ち⾺
投票券を販売する場外施設数

主催者にて運営する場外施設数
（オーナー場外含む）

主催者にて運営する場外施設に
おける総窓⼝数
（オーナー場外含む）
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【別紙３】特定事業に係る売得⾦の推移（愛知県競⾺組合⽤Q５関係）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

総売得⾦（百万円） (a)

特定事業により設置した
⼩規模場外施設による売
得⾦（百万円）

(b)

総売得⾦に対する、特定
事業により設置した⼩規
模場外施設による売得⾦
の⽐率（%)

(b/a) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

【別紙４】場外施設運営コストの推移（愛知県競⾺組合⽤Q６関係）
（百万円）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
特定事業により設置した
場外施設の運営コスト総
額の推移

(a)

特定事業により設置した
場外施設における１窓⼝
当たりのコストの推移

(b)

貴組合の運営する場外施
設における1窓⼝当たりの
平均コストの推移

(C)
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構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 

令和５年度 規制の特例措置の評価に関する調査 
 

 

 

 

 

・本調査は、質問票１と質問票２により構成されています。 

・質問票１は、すべての規制の特例措置について共通の質問です。 

・質問票２は、規制の特例措置ごとに異なる質問です。 

・各設問の指示に従って、対応する回答票に記入してください。 
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質問票１（規制の特例措置に共通の質問項目） 

 

Ｑ１ 

貴地域の基礎情報をご記入ください。 

⇒回答欄１ 

 

Ｑ２ 

認定された特区計画についてご記入ください。 

⇒回答欄２ 

 

Ｑ３ 

現在、本特定事業の進捗状況は、認定特区計画に定めた目標のとおり進んでい

ますか（実施していますか）。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

１．予定より進んでいる／実施している 

２．予定どおりに進んでいる／実施している 

３．予定より遅れている／実施できていない 

⇒回答欄３ 

 

Ｑ４ 

本特定事業による効果は認定特区計画のとおりに発現していますか。あては

まるものを選んでください（１と２は重複回答可）。 

１．計画当初から期待していた効果が発現している 

２．計画当初には期待していなかった効果が発現している 

３．発現していない 

４．わからない 

⇒回答欄４ 

 

Ｑ５ 

構造改革特別区域制度に関するご意見、ご要望がありましたら記入ください。

（任意） 

⇒回答欄５ 

 

⇒ 質問票１は以上です。質問票２へ進んでください。 
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質問票２（規制の特例措置毎の調査） 

 

特例措置番号 １０１０ 

特定事業の名称 地方競馬における小規模場外設備設置事業 

特例措置の内容 

場外馬券発売所の設置に関する審査について、一定の要件

が満たされると都道府県知事が書面により確認した場合に

は、農林水産大臣は設置承認基準を満たしたものとみな

す。 

 

まず、質問票１にある共通質問項目Ｑ１～Ｑ５までの回答を事業実施主体に

おいてご回答ください。 

次に、質問票２にあるＱ６に進んでください。 

 

Ｑ６ ＜事業実施主体への質問＞ 

直近５年の売り上げ状況についてご記入ください。 

 

※前年度と比較して増減がある場合は、その理由をご記入願います。 

例）〇年度から〇年度：・・・のため・・・・が増加（減少） 

⇒ 回答欄６ 

 

Ｑ７ ＜事業実施主体への質問＞ 

直近５年の発売１窓口あたり訪問者数（1日あたり）についてご記入ください。 

 

※前年度と比較して増減がある場合は、その理由をご記入願います。 

例）〇年度から〇年度：・・・のため・・・・が増加（減少） 

⇒ 回答欄７ 

 

Ｑ８ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業を開始するにあたり要した具体的なコスト（施設改修、設備投資等）

があれば可能な限り具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄８ 

 

Ｑ９ ＜事業実施主体への質問＞ 

直近５年の状況について本特定事業の運営にかかるコスト（メンテナンス費、

人件費、賃料等）は年間いくらですか。また関連資料があればご教授ください。 

⇒ 回答欄９ 
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Ｑ１０ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業で設置した小規模場外設備は採算が取れていますか。 

⇒ 回答欄１０ 

 

Ｑ１１ ＜事業実施主体への質問＞ 

令和５年４月に実施した調査で貴組合の現状や所感について「名古屋競馬の振

興と地域の活性化に寄与している」とご回答いただいておりますが、具体的に

ご記入ください。 

⇒ 回答欄１１ 

 

Ｑ１２ ＜事業実施主体への質問＞ 

Ｑ１１の回答以外で本特定事業により貴組合に生じたと考えられる効果があ

れば、具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄１２ 

 

Ｑ１３ ＜事業実施主体への質問＞ 

本施設に対する地域社会や来場者からの好意的な声があれば具体的にご記入

ください。 

⇒ 回答欄１３ 

 

Ｑ１４ ＜事業実施主体への質問＞ 

設備設置後、来場者の動線が生徒・学生等の通学の支障となった事象は発生し

ていますか。 

⇒ 回答欄１４ 

 

Ｑ１５ ＜事業実施主体への質問＞ 

設備設置後、来場者の車等が路上に溢れることによって長時間にわたり周辺の

交通渋滞を招き、救急車等の通行を妨げとなった事象は発生していませんか。 

⇒ 回答欄１５ 

 

Ｑ１６ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業の設置にあたり、地域社会と十分な調整をする際に障害はありまし

たか。     

⇒ 回答欄１６ 
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Ｑ１７ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業の設置以降、地域社会や来場者との間でトラブルや苦情はありまし

たか。 

⇒ 回答欄１７ 

 

Ｑ１８ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業により貴組合に生じたと考えられる問題や改善すべき点があれば、

具体的にご記入ください。 

⇒ 回答欄１８ 

 

Ｑ１９ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業を仮に全国展開（特区認定を受けなくても実施することが可能）し

た場合、どのようなことが考えられますか。特に以下に示す観点から具体的に

ご記入ください。 

⇒ 回答欄１９ 

 

Ｑ２０ ＜事業実施主体への質問＞ 

本特定事業が、貴地域において、サンアール大須以外で利用されていない理由

としてどのようなことが考えられますか（要件・手続き・他地域では発現しな

い地域特有の条件等）。 

⇒ 回答欄２０ 

 

Ｑ２１ ＜事業実施主体への質問＞ 

今後も本施設を継続していく意向はありますか。 

⇒ 回答欄２１ 

 

質問はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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番号 1010
特定事業の名称 地方競馬における小規模場外設備設置事業
措置区分 告示
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

競馬法施行規則第59条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基準（平成
４年農林水産省告示第1309号）

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

競馬法施行規則第59条の規定に基づく告示では、場外設備の位置、構造及び設備の
基準を規定している。

特例措置の内容 地方公共団体が、競馬場に隣接するなどの地域における特性により、近接する文
教・医療施設に対して著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和して
いるものと認めて、次の１．及び２．に係る事項を構造改革特別区域計画に記載
し、構造改革特別区域法第４条に基づき内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を
受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置される場外設
備であって、特区計画に記載された１．及び２．に係る事項並びに※１に適合して
いることについて、当該構造改革特別区域を管轄する都道府県知事が書面により確
認した場合には、競馬法施行規則第59条に基づく承認申請について、農林水産大臣
は、「競馬法施行規則第59条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基
準」に規定する設置承認基準を満たしたものとみなす。
１．地方公共団体が※２を超えない範囲内で定めた当該特区内に設置する場外設備
の規模の上限
２．場外設備を設置できる区域の範囲
※１ 場外設備が備えるべき事項
（１）施設に関すること
①場外設備の規模及び設備に応じた適切な広さであること
②勝馬投票券の発売等の用に供する設備が整備されていること
③入場者の用に供する設備が整備されていること
④管理運営に必要な設備が整備されていること
（２）運営に関すること
勝馬投票券の発売等が公正に運営されることが確実と認められること
（３）地域社会に関すること
地域社会との十分な調整が行われていること
※２ 場外設備の規模の上限
窓口（払戻しを含む）の数が五以内でかつ最大滞留者数が100人以内であること

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし

④評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表１
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１０１０ 地方競馬における小規模場外設備設置事業 

１．特例を設ける趣旨 

地方競馬の活性化を図り、地方経済の健全化に資するため、地方競馬におけ

る小規模場外設備の設置承認に当たっての特例措置を設けるものです。 

２．特例の概要 

  地方公共団体が、競馬場に隣接する等の地域における特性により、近接す

る文教・医療施設に対して著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境

と調和しているものと認めて、特例の対象となる場外設備の規模の上限及び

設置できる区域の範囲を特区計画に記載の上、認定を受けたときは、当該区

域の範囲内に設置される場外設備が、特区計画及び農林水産大臣が告示で定

める事項（地域社会との十分な調整を含む。）に適合していることについて、

当該区域を管轄する都道府県知事が書面（様式任意）により確認した場合に

は、「競馬法施行規則第５９条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備

の基準」を満たしたものとみなします。 

これにより、農林水産大臣は競馬法施行規則第５９条に基づき当該施設の設

置を承認することができることとなります。 

３．基本方針の記載内容の解説 

以下、地方公共団体が特区計画の作成又は設置の確認に当たり、それぞれ判

断するものですが、例示すれば次のとおりです。 

①『文教・医療施設に対して著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環

境と調和しているもの』

・来場者の動線が生徒・学生等の通学の支障とならないこと。

・来場者の車が路上に溢れることによって長時間にわたり周辺の交通渋滞を招

き、救急車等の通行を妨げないこと 等 

②『勝馬投票券の発売等の用に供する設備が整備されていること』

・勝馬投票券の発売等に供する窓口相互は適当な間隔を有すること

・窓口の前面に入場者の通行を妨げる障害物がないこと

・現金や重要書類を保管する設備を設けてあること 等

③『入場者の用に供する設備が整備されていること』

・適当な広さの駐車場及び自転車置場を設けてあること

・掲示設備を設けてあること 等

④『管理運営に必要な設備が整備されていること』

・当該施設と競馬場の連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を

⑤評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル
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設けてあること 

・放送設備を設けてあること

・照明設備を設けてあること 等

⑤『勝馬投票券の発売等が公正に運営されること』

・勝馬投票券購入者が円滑に勝馬投票券を購入できる体制にあること 等

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

  本特例を適用する区域を設定するに当たっては、当該区域内のどこに場外

設備が設置される場合であっても、近接する文教・医療施設に対して著しい

支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和している必要があることに

留意すること。 

  当該特例について、特区計画に特に記載すべき事項は次のとおりです。 

・特区計画の別紙「４ 特定事業の内容」の欄に、基本方針別表１の「特例

措置の内容」の１．及び２．に記載する事項を記載すること。

５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

  特になし 
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番号 都道府県名
申請地方公共

団体名
特区の名称 区域の範囲 特区の概要

規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 認定回

1 愛知県
愛知県競馬組
合

地方競馬ミニ場外
特区

名古屋市の区域の一部
（中区大須地区）

名古屋競馬はその収益により、地域の畜産振興、社会福
祉及び教育文化振興等へ寄与するとともに、県民への健全
なレジャー提供、就業機会の提供など、地域社会に様々な
貢献をしてきたが、近年は馬券発売額の減少により、極めて
厳しい経営を強いられている。そこで、ミニ場外馬券発売所
の設置にかかる規制の緩和措置を講じ、ミニ場外馬券発売
所を機動的に設置できるようにすることで、馬券を身近に購
入できる環境を整え、名古屋競馬の振興を図るとともに、場
外馬券発売所設置地域の活性化に資することを目標とする
ものである。

1010 ・地方競馬における小規模場外設備設置事業 第１４回

⑥規制の特例措置を適用した特区計画の一覧
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１６年
下半期
(H17.1.26)

その他
（平成１７年度
下半期に評価を
⾏う。）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、「本事業に関する適切な評価を
実施するに当たっては、教育・研究の現場の特性を⼗分踏
まえる⼀⽅で、⽣徒・学⽣（在学⽣のみならず、これから
受験するものや卒業⽣などを含む）及びその保護者などの
「学習者及びその関係者」を保護する観点から、①少なく
とも卒業⽣を出すまでの状況に関して、実態把握が⼗分⾏
われること、②現在開設されている学校（略）のみならず、
相応の事例の集積を踏まえた総合評価が⾏われることが最
低限必要である」としつつ、実施事例が４件のみであるこ
と、収益に結び付きにくい分野において低調な⾯が⾒られ
るなど今後更に注視を要すべき点があること、教育研究活
動の実績が極めて少なく、当然卒業⽣が出ていないことか
ら弊害の発⽣の有無を実証するに⾜る⼗分な実施実績が得
られていないとのことである。

本事業の特例の全国展開に当たっては、規制所管省庁に
よれば、今後、株式会社が設置する学校の公共性、継続性、
安定性などに係る評価の⼿法を検討したいとのことである
が、消費者や社会のニーズに応える多様な学校を設置する
観点からは、学校法⼈における継続性・安定性等と⽐較し
つつ速やかな検討が必要である。

このため、規制所管省庁においては株式会社が学校を設
置する場合に想定される弊害の発⽣の有無の判断に資する
明確な評価基準も含め評価の⼿法について、特例措置の実
施状況を踏まえつつ、平成１７年度上半期中にその検討状
況について評価委員会に報告すること。その検討結果を踏
まえて、平成１７年度下半期に評価を⾏う。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１７年
下半期
(H18.1.26)

その他
（平成１８年度
下半期に評価）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、「本事業に関する適切な評価を
実施するに当たっては、教育・研究の現場の特性を⼗分踏
まえる⼀⽅で、⽣徒・学⽣及びその保護者などの「学習者
及びその関係者」を保護する観点から、①少なくとも卒業
⽣を出すまでの状況に関して、実態把握が⼗分⾏われるこ
と、②相応の事例の集積を踏まえた総合評価が⾏われるこ
とが最低限必要であると考える」としつつ、「今後、事例
の蓄積を図りつつ、学校教育の公共性、継続性・安定性が
株式会社⽴学校においても担保されるかどうかをはじめ、
学校経営⾯、経営と教学のバランス⾯、教育研究⾯等の観
点に⽴ち、慎重に検証・評価を⾏う必要がある」とのこと
である。

本事業の特例の評価については、社会のニーズに応える
多様な学校を設置する観点からは速やかな検討が必要であ
ると考えるが、まずは、学校経営⾯、経営と教学のバラン
ス⾯、教育研究⾯等の観点から⽣じている各課題に関し、
それが主として株式会社という設置形態に起因するもので
あるか否か等について、学校種の相違（※⼤学、⾼等学校、
中学校、⼩学校など学校の種類の違い）も含め、論点を整
理した上で必要な検討を⾏うことが重要である。

このため、上記の点を踏まえ、株式会社が学校を設置す
る場合に想定される弊害の発⽣の有無の判断に資する評価
の論点について、特例措置の実施状況を踏まえつつ、規制
所管省庁において検討を⾏い、平成1８年度下半期に評価
を⾏うこと。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１８年
下半期
(H19.1.16)

その他
（平成１９年度
下半期に評価を
⾏う。）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、学校経営⾯、教育研究⾯、認定
地⽅公共団体の責務等、「本特例の実施状況に関しては、
多くの問題点や課題が把握された」とのことである。しか
し、特例措置としての弊害の有無の検証については、①ほ
とんどの学校では未だ卒業⽣を出していないこと、②各学
校の事後評価の状況では、現在の教育研究活動について適
切に分析する材料を⽋いていること、③今後より多様な学
校設置会社が参⼊した場合の動向などを慎重に分析する必
要があること、④各認定地⽅公共団体からの⾒解でも「引
き続き検証が必要」とするものが多数を占めていることな
どにより、「現段階においては、学校種を問わず、必要な
情報が⼗分得られていないと判断する」とのことであった。

本特例措置の評価にあたっては、まずは各課題が主とし
て株式会社という設置形態に起因するものであるか否か等
について、学校種の相違（※⼤学、⾼等学校、中学校、⼩
学校など学校の種類の違い）も含め、論点を整理した上で
必要な検討を⾏うことが重要である。

上記の点を踏まえ、本特例措置については、各事業者や
認定地⽅公共団体において特区計画が適正に実施されてい
く必要がある。また、規制所管省庁においては、事業が適
正に実施されるよう、関係者と連携協⼒しつつ取り組むと
ともに、株式会社により学校が設置される場合に想定され
る弊害の発⽣の有無の判断に資する評価の論点等について、
特例措置の実施状況を踏まえつつ検討を⾏うこと。その上
で、平成１９年度下半期に評価を⾏うこと。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１９年
下半期
(H20.2.4)

その他
（平成２０年度
に評価を⾏
う。）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、学校経営⾯、教育研究⾯、認定
地⽅公共団体の責務等、本特例措置の実施状況に関しては、
多くの問題点が認識されており、特例措置として継続する
ことに疑問があるとのことである。⼀⽅、特例措置として
弊害の有無の検証については、①ほとんどの学校で未だ卒
業⽣を出していないこと、②各学校の事後評価の状況では、
現在の教育研究活動について適切に分析する材料を⽋いて
いること、③今後より多様な学校設置会社が参⼊した場合
の動向などを慎重に分析する必要があること、④⼀部の学
校では、多くの地⽅キャンパスについて平成２０年度から
学⽣募集を停⽌し、キャンパスを閉鎖することを決定した
こと、⑤⼀部の学校では、株式会社としての学校運営を断
念し、学校法⼈へ転換したこと、⑥各認定地⽅公共団体か
らの⾒解でも「引き続き検証が必要」とするものが多数を
占めていること、などにより、「弊害の更なる検証に必要
な情報の収集に努めるべき」とのことであった。

本特例措置については、認定地⽅公共団体が、特区計
画の策定・実施に責任を有する⽴場として、事業の実施状
況を的確に把握しつつ、学校設置会社が設置する学校（⾼
等学校以下の学校に限る。）についての評価の実施や、学
校経営に著しい⽀障が⽣じた場合等に在学者の適切な修学
を維持するためのセーフティネットの整備等を通じ、特区
計画の円滑かつ確実な実施を図ることが重要である。
（次⾴へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

（つづき）
このため、規制所管省庁においては、事業が適正に実施され

るよう、関係者と連携協⼒しつつ取り組むとともに、株式会社
により学校が設置される場合に想定される弊害の発⽣の有無の
判断に必要な情報を引き続き収集し、特例措置の実施状況を踏
まえつつ検討を⾏うこと。その上で、平成２０年度に評価を⾏
うこと。
なお、本特例措置の評価にあたっては、各課題が主として株

式会社という設置形態に起因するものであるか否か等について、
学校種の相違（※⼤学・⼤学院、⾼等学校、中学校、⼩学校な
ど学校の種類の違い）や義務教育段階であるか否かの違い、学
校法⼈制度との⽐較などの論点を整理した上で、学校法⼈制度
の⾒直しや規制緩和の可能性など制度設計の観点も含め、必要
な検討を⾏うことが重要であることに留意する必要がある。

平成２０年度
（H21.1.29）

その他
（平成２１年度に
評価を⾏う。）

全国展開により発⽣す
る弊害の有無について
現時点では判断できな
い。

規制所管省庁によれば、本特例措置の弊害の有無の検証につい
ては、学校経営⾯、教育研究⾯、認定地⽅公共団体の責務等、
多くの問題点が認識されているとのことであり、学校段階別に
は、（１）義務教育段階については、⼩学校・中学校とも各１
校しか事例がないこと、（２）⾼等学校段階については、１９
校の事例があるが、⾚字の事例が多く、教育⾯についても課題
が多く⾒られること、（３）⼤学については、６校中５校が⾚
字であって、学⽣募集を停⽌した事例や、すべての地⽅キャン
パスの閉鎖を決定した事例があること、設置形態を学校法⼈へ
転換した事例等もあることなどにより、いずれの学校種につい
ても検討材料を⽋き、かつ現在複数校が学校法⼈化を希望して
いる状況にあることから、「弊害の更なる検証に必要な情報の
収集に努めるべき」とのことであった。
（次⾴へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

（つづき）
本特例措置については、認定地⽅公共団体が、特区計画の策定・実施に責任
を有する⽴場として、事業の実施状況を⼀層的確に把握しつつ、学校設置会
社が設置する学校（⾼等学校以下の場合に限る。）についての評価の実施や、
学校経営に著しい⽀障が⽣じた場合等に在学者の適切な修学を維持するため
のセーフティネットの整備等を通じ、特区計画の円滑かつ確実な実施を図っ
ていくことが重要である。
このため、規制所管省庁においては、事業が適正に実施されるよう、関係

者と連携協⼒して取り組むとともに、株式会社により学校が設置される場合
に想定される弊害の発⽣の有無の判断に必要な情報を引き続き収集し、学校
段階別に特例措置の実施状況を踏まえつつ必要な検討を⾏うこと。その上で、
平成２１年度に評価を⾏うこと。
その際、各課題が主として株式会社という設置形態に起因するものである

か否か等について、学校種の相違（※⼤学・⼤学院、⾼等学校、中学校、⼩
学校など学校の種類の違い）に留意し検討を⾏っていくことが重要である。
なお、専⾨部会においては、以下のような議論があった。

・学校法⼈への円滑な移⾏を促進するための経過措置の検討ができないか。
・⾼等学校以下の学校法⼈については都道府県知事の所管であるが、特区に
よる学校を、設置者の希望がある場合、学校法⼈へ移⾏することを促すこと
について、知事に対して国としての助⾔などをすることが必要ではないか。
・義務教育段階である⼩学校・中学校については、教育機会確保の観点から、
学校法⼈化に関わる規制緩和についての検討がなされることが望ましい。
・義務教育段階である⼩学校・中学校については、少⼦化に伴って地域拠点
である学校が廃校になり空⽩地帯が⽣まれることで地域社会に悪影響がある
などの状況をかんがみ、特区を含めた⼿段を活⽤して地⽅⾃治体が学校を維
持する多様な設置形態が、今後も存在し得る意義は⼤きい。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

平成２１年度
（H22.2.4）

その他
（平成２３
年度以降に
評価を⾏
う。）

全国展開により
発⽣する弊害の
有無について、
現時点では判断
できない。

規制所管省庁によれば、本特例措置の実施状況については、学校経営⾯、
教育研究⾯、認定地⽅公共団体の責務等で、多くの問題点が認識されている。
しかし、学校段階別には、（１）義務教育段階については、⼩学校・中学校
とも各１校しか事例がないこと、（２）⾼等学校段階については、２３校の
事例があるが、⾚字が約４割を占め、教育⾯についても課題が多く⾒られる
こと、（３）⼤学については、６校中５校が⾚字であって、学校事業からの
撤退や、１４キャンパスの学部すべての閉鎖を、それぞれ決定した事例、設
置形態を学校法⼈へ転換した事例もあることなどから、弊害の有無の検証に
ついては、いずれの学校種についても検討材料を⽋き、また、約３分の１の
学校が学校法⼈化を視野に⼊れているなどといった状況にあるため、「弊害
の更なる検証に必要な情報の収集に努めるべき」とのことであった。本特例
措置については、第⼀義的には認定地⽅公共団体が、特区計画の策定・実施
に責任を有する⽴場として、事業の実施状況を的確に把握しつつ、学校設置
会社が設置する学校（⾼等学校以下の場合に限る。）についての評価の実
施・公表や、在学者の適切な修学を維持するためのセーフティネットの整備
等を通じ、教育上の⽀障等が⽣じないよう、特区計画の円滑かつ確実な実施
を図っていくことが重要である。

しかしながら、認定地⽅公共団体は実態上基本的に市区町村であり、公⽴
⼩・中学校の設置運営以外の実務的なノウハウを⼗分有していないことにも
留意し、規制所管省庁においては、事業の適正な実施に資するよう、他の株
式会社⽴学校における取組はもとより、私⽴学校や⾼等学校・⼤学関係の制
度や取組に係る情報提供などの取組を⾏うことが重要である。
（次⾴へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

（つづき）
また、規制所管省庁においては、認識されている諸課題が同様の学校種等で
も⽣じているのか（例えば、通信制⾼校⼀般、私⽴⼤学⼀般との⽐較）、株
式会社という設置形態に起因するところが⼤きいと考えられるのか等につい
て、学校種の違い（⼩・中学校（義務教育）、⾼等学校、⼤学・⼤学院など
の別）に留意しながら、諸課題を効果的に防ぐ⽅法の有無と併せ、更に分析
することが重要である。
なお、規制所管省庁においては、これまでに上記に係る知⾒やデータを多

く蓄積しているため、今後これらを更に積極的に活⽤することが重要である。
今後は、適⽤事例の動向や上記諸課題等の検討状況などを踏まえながら、

平成２３年度以降において評価を⾏う。
なお、専⾨部会においては、以下のような議論があった。
・株式会社⽴学校の設置者に希望がある場合の、学校法⼈への円滑な移⾏を
促進するための経過措置を検討すべきである。また、これまでの特区評価・
調査の結果を踏まえて、学校種に応じて、社会ニーズに対応する多様な教育
機会を増やすことを促進するために、特区以外の法制度の改変等の検討を進
めることが望ましいと考える。
・⾼等学校段階については、実態上、不登校⽣徒等の再チャレンジの場とし
て機能し、地域にも徐々に定着しつつあるケースが存在することは積極的に
評価すべきである。ただし、そのときに基本的に広域通信制で、⼤学と同様
に、既に過当競争になりつつあるとの認定地⽅公共団体等の意⾒もあること
に配慮すべきである。
・認定地⽅公共団体の中には、特に、広域通信制である⾼等学校や⼤学につ
いて、学校に係る情報を⼗分に把握していない、適切な評価を⾏っていない
等、その役割を果たし得ていないケースが⾒受けられるところであり、そう
した地⽅公共団体については、今後、⼀層の⾃覚をもって必要な対応をして
いくべきである。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成２４年度
（H24.6.29） 是正

（規制の特例措
置の⼿続を⾒直
すことで弊害の
予防等の措置が
確保され、是正
された予防等の
措置について特
区における検証
を要するもの）

規制所管省庁による調査では、以下に掲げるような問
題点が認識された。
①学校経営⾯
・ 通信制⾼校において特区外の⺠間教育施設で添削
指導等を実施する事例 等
②教育活動⾯
・ 通信制⾼校においてメディアを利⽤した場合の視
聴確認や成果確認を⾏っていない事例
・ ⼤学において、専任教員や実務家教員の取扱いや、
教育課程等に関し疑義が呈される事例 等
③認定地⽅公共団体（以下、「認定団体」という。）
における関係事務の実施状況
・ ⾼等学校以下の株⽴学校への評価に関し、評価⽅
法及び公表⽅法が不適切な事例
・ 学校運営を⾏う学校設置会社への指導等を適切に
⾏っていない事例 等
⼀⽅、評価・調査委員会による調査では、本特例措

置の実施により、英語教育、情報通信技術の活⽤、不
登校⽣徒の受⼊れなどの地域の特⾊ある教育機会を提
供する場として教育の多様化が図られた例や、⽣徒の
地域⾏事への参加や世代間交流による地域活性化など
の効⽤が⾒られた。さらに、市町村において税収増、
スクーリングで訪れる関係者による宿泊需要等の増加、
地元⼈材の雇⽤創出等が図られたことも確認された。
このように、本特例措置の効果が認められる⼀⽅で

問題点も指摘されている以上、全国展開は適切ではな
いとの意⾒で⼀致した。このため、以下のとおり本特
例措置の運⽤を⾒直す。

１ 具体的には、本特例措置の
運⽤を以下のとおり⾒直す。
⽣徒等の習熟度合いの多様性に
も⼗分配慮しながら、教育の質
の保証を確保しつつ、特区制度
の趣旨に沿った運⽤が必要であ
る。その際、現に学んでいる児
童・⽣徒・学⽣や保護者の利益
及び安定的な株⽴学校の運営の
継続に⼗分配慮するとともに、
各株⽴学校が掲げる教育の⽬
的・内容にも⼗分留意しつつ、
画⼀的に新たな基準を課すなど
過度の規制強化につながらない
ようにしなければならない。
（次⾴へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内

容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

（つづき）
（１）内閣府は、内閣府通知「株式会社⽴通信制⾼校に係る特定事業に関する
取扱いについて（通知）」（平成18年８⽉１⽇）を踏まえ、⾯接指導等（⾯
接指導、添削指導、試験）が特区区域内で⾏われるよう、あらためて認定団体
に対して周知・指導する。
（２）規制所管省庁は、適切な教育活動が実現するよう、認定団体に対して周
知・指導する。
（３）内閣府及び規制所管省庁は、学校に対する助⾔指導体制の確保を認定団
体に対して要請する。
また、規制所管省庁は、ノウハウの乏しい認定団体に対して、必要な助⾔を⾏
う。
２ 併せて、新たな特区計画の申請があった場合は、その認定は、
（１）⾯接指導等（⾯接指導、添削指導、試験）の特区区域内での実施
（２）認定団体における指導体制の構築
（３）認定団体における評価実施とその結果の公表の徹底
について、認定申請団体に確認した上で⾏う。
また、規制所管省庁は、認定の同意に当たって、関係法令・通知等を踏まえ

た適切な教育活動の実施について助⾔する。
３ 既設の株⽴学校の学校法⼈化が議論となった。規制所管省庁が⾏った意向
調査によれば、特に⾼校の多くが学校法⼈化を希望⼜は学校法⼈化に魅⼒を感
じると回答している（⼩学・⾼校21校中18校、⼤学5校中1校）。
これを踏まえ、規制所管省庁は、学校法⼈化を希望する学校に対し、新たな

学校の「設置」ではなく「設置者変更」として認可を⾏うなどのこれまでの制
度の弾⼒化等について情報提供を⾏う。また、相談窓⼝を設けて個別にきめ細
かく対応するなど学校から寄せられた懸念の解消に努め、学校法⼈化
を⽀援する。特に、認可権者が都道府県の場合、当該都道府県の理解が得られ
るよう、学校や⽣徒・保護者等の⽴場に⽴って必要な⽀援を⾏う。
４ なお、評価・調査委員会は、適当と認める時期に、上記運⽤の改善状況及
び学校法⼈化の進捗状況について規制所管省庁に報告を求めることとする。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

令和４年度
（R5.5.31）

その他
（令和５年
度に評価を
⾏う。）

評価・調査委員会の調査では、
・学校種を問わず、総じて「効果が発現している」との回答で
あった。
・具体的には、意思決定の速さなどの株式会社⽴のメリットを活
かし、効率的な学校運営に努めつつ、英語教育、不登校、IT・デ
ジタル、学び直しなど、現⾏制度ではカバーし切れない特⾊ある
教育機会を提供する場として機能している点や、公⽴学校との交
流授業や学校施設の開放、ボランティア・体験学習・地域イベン
ト参加を通じた地元住⺠との積極的交流、地域における⽣涯学習
への寄与などによる地域活性化の効果がみられた。
・⼊学の動機は学校の雰囲気やカリキュラム、先⽣の熱意などで
株式会社⽴を理由とした回答はなく、また⼊学後の満⾜度も総じ
て⾼かった。
・⼩学校、⼤学については、⼤きな弊害は認められなかった。
・⾼等学校については、上記の通り地域活性化への効果が認めら
れたものの、⼀部の認定地⽅公共団体において、専⾨知識を有す
る⼈材不⾜により適切な指導管理体制が確保されておらず、また、
毎年度実施している学校評価を認識不⾜により公表していないと
の回答があった。
・教育上の効果として、不登校や中途退学など特別な配慮を必要
とする⽣徒への教育機会・再チャレンジの機会の確保や、豊かな
⾃然環境など地域の特⾊を活かした教育の提供など、経済的社会
的効果として、特区区域内における転⼊者や交流⼈⼝の増加、ス
クーリング等による宿泊需要や飲⾷等関連消費需要の増加、新た
な設備投資需要や雇⽤創出、税収増、地域住⺠との交流等による
地域活性化、リスキリング機会提供によるキャリアアップや復
職・転職等への寄与等による⼈材育成への貢献などの回答が寄せ
られた。（次項へつづく）

特区を含めた様々な⼿段
を活⽤して多様な教育への
ニーズに応える必要性や学
校の継続性・安定性等に対
する信頼に応える必要性等
がある中で、本特例措置に
ついては、認定地⽅公共団
体における指導監督体制の
整備及び毎年度の評価等を
踏まえた教育環境の改善な
どに関する課題が⽣じてい
ることを踏まえ、各事業者
や認定地⽅公共団体におい
て、適正・適切に実施され
ていく必要がある。このた
め、関係府省庁は、効果や
弊害が主として本特例措置
に起因するものであるかに
ついても検証しながら、現
在指摘されている課題を踏
まえ、事業の適正実施、多
様な教育の実現等のために
必要な是正措置等の検討・
対応を⾏い、評価委員会へ
報告を⾏う。本特例措置の
評価は、上記報告等を踏ま
え、令和５年度に⾏う。

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・効率的な運営のため、デジタル技術の活⽤や資材調達等の⼀元
化などの⼯夫を⾏っており、その結果、教育の充実による⽣徒の
学⼒や進学実績等の向上につながっているなどの回答が寄せられ
た。
・株式会社⽴のメリットとして、意思決定の速さ、資⾦確保の容
易さ、独創的かつ先進的な教育の提供、現⾏の教育制度ではカ
バーしきれない多様な教育ニーズへの柔軟な対応、より実務指向
の教育が⾏いやすいなど、デメリットとしては公的助成や税制⾯
の優遇がないなどの回答があった。
・⼊学のきっかけは、株式会社⽴かどうかではなく、特⾊ある教
育、先⽣の熱意や学校の雰囲気、オンラインによる学びやすさ、
学⽣⽣活の⾃由度の⾼さ、実績などで選んだという回答が多く、
⼊学後も⼈間関係⾯での成⻑を実感した、希望の⼤学に合格でき
た等、満⾜度も総じて⾼い。
・すべての株⽴⼩学校が学校法⼈化を指向しているが、資産要件
や所轄庁（都道府県）が新規設置を認めていない等の課題がある
との回答があった。
・⼤学について、⼀部の認定地⽅公共団体より、変更が⽣じる場
合の変更申請の要否や、内閣府及び⽂科省⼿続きのスケジュール
等の明確化を要望する回答があった。 （次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

関係府省庁の調査では、
・教育の安定性や継続性、⽔準の確保に関して弊害が⽣じている
という結果であった。
・具体的には、学校経営⾯（収⽀状況、定員充⾜率、廃校等の状
況）、教育研究⾯（法令違反や不適切な教育活動、教育研究経費
の割合）、認定地⽅公共団体における管理体制（評価結果の未公
表、適切な指導監督体制の未確保）のいずれにおいても、前回調
査時と同様に課題が⾒られた。
・学校経営⾯については、①⾼等学校以下について、直近５年間
で学校部⾨の収⽀状況が⾚字の学校は約25％であり、過半数の学
校が定員充⾜率が60％未満となっている。また、本制度開始から
約20 年の間に⾼等学校は28 校中３校が廃校（11％）し、９校が学
校法⼈⽴化（32％）しており、安定性・継続性に⼤きな懸念があ
ると⾔わざるを得ない上に、今後の少⼦化の影響（15 年後の15 歳
⼈⼝は令和４年度⽐で25％減）を踏まえれば、これが⼀層深刻な
ものとなることが懸念される。②⼤学について、特区開始から設
⽴後わずかな期間に７校中５校（71％）が学校の廃⽌や学部の廃
⽌、学校法⼈⽴化に⾄っており、新設校もない状況が続いている。
また、定員が未充⾜の学部・研究科は今も存在している。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・教育研究⾯については、①⾼等学校について、平成24 年の是正
対象となった特区区域外での教育活動に該当する例をはじめとし
て、添削課題を択⼀式や短答式のみとしている例や添削指導で解
説を付さない例、当該教科の教員免許状を有していない教員が⾯
接指導を⾏っている例、学習指導要領で定める⾯接指導の時間数
を満たしていない例、多様なメディアを利⽤した学習による⾯接
指導等時間数の減免について、実時間減免等の不適切な運⽤を
⾏っている例、試験問題が全て選択式であったり、添削課題の抜
粋であったりする例、学習が終わっていない中に試験を実施する
例、図書室など校舎に備えるべき施設が設けられていない例など
の法令違反や不適切な教育活動等の事例が多く⾒られた。②⼤学
について、教育研究経費の収⼊に占める割合は最⼤でも２割程度
であり低い状況（⼤学全体の平均は40.4％）。また、認証評価に
おいて１校は不適合との評価を受けている上、他の１校について
も１専攻は不適合とされその後廃⽌、もう１専攻も不適合の後、
複数回を経て適合との評価を受けている。教員の雇⽤形態につい
ても２校が不適切な状態にある。このように、学校法⼈と⽐べ教
育研究への投資が⼗分でない上、不適切な教育研究活動の実態が
⾒られた。 （次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・認定地⽅公共団体における管理体制については、⼩学校及び⾼
等学校を設置認可する19 認定地⽅公共団体のうち、５⾃治体
（26％）において特区法で義務づけられている株⽴学校の評価結
果の公表を⾏っておらず、学校評価において株式会社の経営状況
の確認を⾏っていない例も⾒られた。また、平成24 年の是正措置
や平成29 年の不適切な学校運営事案に伴う「構造改⾰特別区域基
本⽅針」の改正により、学校設置事業に対して適切な指導監督を
⾏う体制の確保が求められてきたにもかかわらず、14 ⾃治体
（74％）では担当者に教育事務経験者が含まれておらず、適切な
指導監督が困難となっている実態が⾒られた。
・本特例措置の全国化に係る意⾒については、認定地⽅公共団体
においては、半数以上の⾃治体が「現時点ではわからない」と回
答し、「引き続き検証が必要」とする意⾒のほか、学校の安定
性・継続性の確保の観点から「全国化すべきでない」とする意⾒
が複数あった。また、認定地⽅公共団体が所在する都道府県にお
いては、約４割が「全国化すべきでないと思うが、引き続き検証
が必要」とし、残りの約６割が「現時点ではわからない」と回答。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯

16



これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・各学校種については、
①⼩学校について、これまで設置されたのは３校のみであり、う
ち１校は令和３年４⽉に開設されたばかりであることを踏まえ、
引き続き検証が必要。
②⾼等学校について、平成24 年の是正対象となった特区区域外で
の教育活動を含め違法・不適切な事例が引き続き多数⾒られるこ
と、平成24 年の是正措置や平成29 年の不適切な学校運営事案に伴
う「構造改⾰特別区域基本⽅針」の改正により、株⽴学校に対し
て適切な指導監督を⾏うことができる認定地⽅公共団体の体制の
確保が求められているにもかかわらず、引き続き体制が不⼗分な
⾃治体が多くあることが判明した。さらに、廃校や学校法⼈⽴化
する割合も⾼く、継続性・安定性の観点で懸念があり、少⼦化の
影響によりこれが⼀層深刻なものとなる恐れがある。このような
現状等を鑑みれば、本特例措置における通信制⾼等学校について
は更なる是正により運⽤の適正化を図る等の⾒直しを⾏う必要が
あると考える。
③⼤学について、特区開始から設⽴後わずかな期間に７校中５校
が学校の廃⽌や学部の廃⽌、学校法⼈⽴化に⾄っており、現在は
４校のみで新設校もない状況が続いている。教育研究経費⽐率は
最⼤でも２割程度であり⼤学全体の平均よりかなり低く、また、
⼀部の⼤学は認証評価において不適合との評価を受けているなど、
学校法⼈と⽐べ教育研究への投資が⼗分でない上、不適切な教育
研究活動の実態が⾒られる。法⼈全体の経営効率化等のため、当
該事業が簡単に廃⽌され得ることが明らかになっているなど、教
育の安定性・継続性、質の⾼い教育機会の確保等の観点から懸念
がある。（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

教育部会においては、
・弊害が、主として株式会社という設置形態に起因するものであ
るか否か考慮する必要がある。
・調査・評価委員会の調査によると、特区制度の効果（特区制度
を活⽤して、例えば、教育の国際性、多様性、先進性を補う。）
が出ているとのことであり、この点は評価する必要がある。
・特区制度の効果がないとはいわないが、株式会社⽴の学校が、
特に特徴がある、⼜は、進んでいるという認識はなく、学校法⼈
⽴でも、特徴がある、⼜は、進んでいる教育が⾏われている学校
は沢⼭ある。
・通信制⾼校に関しては、データをみる限り、特区制度ができた
平成１５年度以降、数が倍増しているが、株式会社より、学校法
⼈による設⽴の割合が多くなっており、学校法⼈による設⽴につ
いて参⼊障壁があるようには思えない。
・株式会社⽴の学校は、１割を超える学校が廃校になっており、
⼀般的に⾒て明らかに⾼く、継続性・安定性に⼤きな懸念がある。
・株式会社⽴の学校の場合、認可が要らない分、いろいろなチャ
レンジができる⼀⽅で助成⾦もないということだと思う。
・世界的に、いわゆるプロフィットの⼤学等教育機関の持ってい
る安定性・継続性の問題を考えると、今後どのくらいニーズが伸
びるのかどうかという問題は重要である。
・⼤学に関しては、新設校はない状況が続いている。通信制⾼校
に関しては、定員充⾜率が⾮常に低い学校が株式会社⽴について
多い。当該⾃治体が、地域活性化に特例事業を活⽤したいという
ローカルなニーズはあるのかも知れないが、少⼦化の中で共倒れ
の可能性が⾼まるのではないかと懸念している。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・⾼校に関しては、少⼦化ではあるが、⽇本では⾼校進学率が⾮
常に⾼いため、従来の⾼校にはないニーズを拾っていく主体とし
て株式会社⽴の学校は重要かと思っている。
・通信制⾼校は、学校法⼈⽴及び株式会社⽴について、個々の学
校ごとに、在籍率の差が⼤きい。また、通信制教育は、教育の質
を落とすことでコストカットしやすい仕組みになっている。
・過去に株式会社⽴の学校で、杜撰な経営が⾏われたことは問題
であり、全国展開は時期尚早であると思うし、しっかり改善して
いく必要がある。
・全国展開は適切な状況ではないとの⾒解は理解する部分がある。
その上で、公的助成・税制優遇がない中で、株式会社⽴学校は、
安定性・継続性がないから、不適切だという結論は納得できる状
況にはなく、学校法⼈⽴と前提条件を⼀定にして⽐較する必要が
ある。・設置者が、株式会社であろうと学校法⼈であろうと、学
校としての法的位置づけに差がなく、⼦供たちの学び、ニーズに
応じた教育を保障していくことが⼤事。設置者が学校誘致の意向
を強く有する市町村であることは、安易な認可と指導監督の不⾜
を招く。
・特区制度について、認定市町村の役割が重要だが、何かあった
ときに、改善するというシステムが働いているか⾮常に⼼配であ
る。学校法⼈については、都道府県に担当部署がある。
・⼩学校については、報告書で明確に特出しした課題があるとい
うことは⽰していないものの、実際、特⾊がある教育が⾏われて
いるのは事実であると認識している。他⽅で、臨時免許状で勤務
をしている者が明らかに多い状況。教員の給与についても、⼀般
⽔準より⼤変低い。⼩学校については、義務教育であるため、こ
れを全国化していくことは、⾮常に社会的影響が⼤きい。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・⼤学については、実務家教員による効果的な教育、産業界の
ニーズを踏まえた教育が⾏われていることは、調査において現れ
ていると認識している。⼀⽅で、教育研究への注⼒の度合い、最
近新設の学校がない等の点を踏まえると、全国展開に⾄るような
状況ではない。
・本特例制度について、意味がない、廃⽌すべきとまでは思って
いないが、今回の調査において、課題は引き続き存在していると
指摘した。個別具体的な学びとか不登校対策でいろいろなタイプ
の居場所が必要であるという点は、⽂部科学省も進めているとこ
ろであり、それは普通の学校、不登校特例校、教育委員会が整備
する適応指導教室、あるいはNPO と協⼒しながら⼦供たちに居場
所を提供する場合等、いろいろなタイプの居場所をつくっている。
・学校と名乗る以上は、継続性・安定性に関する学校というもの
に対する信頼に応えるべき。継続して⼀定の質以上の活動を⾏う
ことが⼤切であり、パイロットだから多少不備があってもという
考え⽅は持っていない。そのチェック機能を認定市町村が果たせ
ているのかということは疑問。
特に、義務教育については、憲法上の教育を受ける権利を保障す
るために義務教育制度を整備しているので、学校と名のつくとこ
ろに⾏ったのに思わぬことが起きたということがあってはならず、
かなり慎重に考えるべきだと思っている。全国化というのはそう
簡単に議論できることではないと思っている。
などの意⾒があった。
以上より、教育部会においては、本特例措置について、指摘され
ている課題を受け⽌め、整理し、対応措置を検討しつつ、令和５
年度に評価を⾏うことが適当と判断する。

特例措置の評価・調査経緯
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平成24年度上半期の評価意⾒を踏まえた対応
H24上半期評価意⾒「今後の対応⽅針」（抄） ⽇付 対応内容

構造改⾰特別区域において講じられた規制の特例措置の在り⽅に係る
評価・調査委員会の評価意⾒に関する今後の政府の対応⽅針（参考①）

１（１）内閣府は、内閣府通知「株式会社⽴通信制⾼校に係る特
定事業に関する取扱いについて（通知）」（平成18年８⽉１⽇）
を踏まえ、⾯接指導等（⾯接指導、添削指導、試験）が特区区域
内で⾏われるよう、あらためて認定団体に対して周知・指導する。
（２）規制所管省庁は、適切な教育活動が実現するよう、認定団
体に対して周知・指導する。
（３）内閣府及び規制所管省庁は、学校に対する助⾔指導体制の
確保を認定団体に対して要請する。
また、規制所管省庁は、ノウハウの乏しい認定団体に対して、必
要な助⾔を⾏う。

H24.10.5

「構造改⾰特別区域法第12条第１項に基づく
学校設置会社が設置する学校から学校法⼈が設
置する学校への移⾏について（⽂部科学省通
知）」（参考②）
「学校設置会社による学校設置事業に関する取
扱いについて（内閣府通知）」（参考③）

２（１）⾯接指導等（⾯接指導、添削指導、試験）の特区区域内
での実施
（２）認定団体における指導体制の構築
（３）認定団体における評価実施とその結果の公表の徹底

H29.1.27 構造改⾰特別区域基本⽅針の⼀部変更（参考
④）

３ 規制所管省庁は、学校法⼈化を希望する学校に対し、新たな
学校の「設置」ではなく「設置者変更」として認可を⾏うなどの
これまでの制度の弾⼒化等について情報提供を⾏う。相談窓⼝を
設けて個別にきめ細かく対応するなど学校から寄せられた懸念の
解消に努め、学校法⼈化を⽀援する。

H24.10.5

「構造改⾰特別区域法第12条第１項に基づく
学校設置会社が設置する学校から学校法⼈が設
置する学校への移⾏について（⽂部科学省通
知）」（参考②）

４ 評価・調査委員会は、適当と認める時期に、上記運⽤の改善
状況及び学校法⼈化の進捗状況について規制所管省庁に報告を求
めることとする。

H28.7.29
H28.10.7
H28.12.13

第33回評価・調査委員会
第34回評価・調査委員会
第35回評価・調査委員会

特例措置の評価・調査経緯
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構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る 

評価・調査委員会の評価意見に関する今後の政府の対応方針 

平成２４年８月２１日 

構造改革特別区域推進本部 

 構造改革特別区域基本方針（以下「基本方針」という。）に基づき、評価・調

査委員会は、構造改革特別区域（以下「特区」という。）において講じられた規

制の特例措置のあり方に係る評価意見を取りまとめたところである。 

 これを踏まえ、構造改革特別区域推進本部は、今後の政府の対応方針につい

て、以下のとおり決定する。 

是正する規制の特例措置 

規制の特例措置「学校設置会社による学校設置事業（816）」については、「弊

害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防

等の措置が確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における

検証を要すると認められる場合」（基本方針２．（３）②エ））に該当するた

め、是正することとし、別紙のとおり運用を見直す。 
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別紙 是正する規制の特例措置

基本方針
別表１の番号

特定事業
の名称

特区における規制の
特例措置の内容

今後の対応方針 所管省庁

816
学校設置会社に
よる学校設置事
業

地方公共団体が教育上又は研究上特
別なニーズがあると認める場合には、
株式会社に学校の設置を認める。

１ 具体的には、本特例措置の運用を以下のとおり見直す。
生徒等の習熟度合いの多様性にも十分配慮しながら、教育の質の保証を確保しつつ、特区制度の趣旨に
沿った運用が必要である。その際、現に学んでいる児童・生徒・学生や保護者の利益及び安定的な株立学校
の運営の継続に十分配慮するとともに、各株立学校が掲げる教育の目的・内容にも十分留意しつつ、画一的
に新たな基準を課すなど過度の規制強化につながらないようにしなければならない。
（１）内閣府は、内閣府通知「株式会社立通信制高校に係る特定事業に関する取扱いについて（通知）」（平成
18年８月１日）を踏まえ、面接指導等（面接指導、添削指導、試験）が特区区域内で行われるよう、あらためて
認定団体に対して周知・指導する。
（２）規制所管省庁は、適切な教育活動が実現するよう、認定団体に対して周知・指導する。
（３）内閣府及び規制所管省庁は、学校に対する助言指導体制の確保を認定団体に対して要請する。また、規
制所管省庁は、ノウハウの乏しい認定団体に対して、必要な助言を行う。

２ 併せて、新たな特区計画の申請があった場合は、その認定は、
（１）面接指導等（面接指導、添削指導、試験）の特区区域内での実施
（２）認定団体における指導体制の構築
（３）認定団体における評価実施とその結果の公表の徹底
について、認定申請団体に確認した上で行う。
また、規制所管省庁は、認定の同意に当たって、関係法令・通知等を踏まえた適切な教育活動の実施につ

いて助言する。

３ 既設の株立学校の学校法人化が議論となった。規制所管省庁が行った意向調査によれば、特に高校の多
くが学校法人化を希望又は学校法人化に魅力を感じると回答している（小学・高校21校中18校、大学5校中1
校）。
これを踏まえ、規制所管省庁は、学校法人化を希望する学校に対し、新たな学校の「設置」ではなく「設置者

変更」として認可を行うなどのこれまでの制度の弾力化等について情報提供を行う。また、相談窓口を設けて
個別にきめ細かく対応するなど学校から寄せられた懸念の解消に努め、学校法人化を支援する。特に、認可
権者が都道府県の場合、当該都道府県の理解が得られるよう、学校や生徒・保護者等の立場に立って必要な
支援を行う。

４ なお、評価・調査委員会は、適当と認める時期に、上記運用の改善状況及び学校法人化の進捗状況につ
いて規制所管省庁に報告を求めることとする。

文部科学省
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構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る 

評価・調査委員会の評価意見に関する今後の政府の対応方針 

平成２４年８月２１日 

構造改革特別区域推進本部 

 構造改革特別区域基本方針（以下「基本方針」という。）に基づき、評価・調

査委員会は、構造改革特別区域（以下「特区」という。）において講じられた規

制の特例措置のあり方に係る評価意見を取りまとめたところである。 

 これを踏まえ、構造改革特別区域推進本部は、今後の政府の対応方針につい

て、以下のとおり決定する。 

是正する規制の特例措置 

規制の特例措置「学校設置会社による学校設置事業（816）」については、「弊

害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防

等の措置が確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における

検証を要すると認められる場合」（基本方針２．（３）②エ））に該当するた

め、是正することとし、別紙のとおり運用を見直す。 

別添１ 
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別紙 是正する規制の特例措置

基本方針
別表１の番号

特定事業
の名称

特区における規制の
特例措置の内容

今後の対応方針 所管省庁

816
学校設置会社に
よる学校設置事
業

地方公共団体が教育上又は研究上特
別なニーズがあると認める場合には、
株式会社に学校の設置を認める。

１ 具体的には、本特例措置の運用を以下のとおり見直す。
生徒等の習熟度合いの多様性にも十分配慮しながら、教育の質の保証を確保しつつ、特区制度の趣旨に
沿った運用が必要である。その際、現に学んでいる児童・生徒・学生や保護者の利益及び安定的な株立学校
の運営の継続に十分配慮するとともに、各株立学校が掲げる教育の目的・内容にも十分留意しつつ、画一的
に新たな基準を課すなど過度の規制強化につながらないようにしなければならない。
（１）内閣府は、内閣府通知「株式会社立通信制高校に係る特定事業に関する取扱いについて（通知）」（平成
18年８月１日）を踏まえ、面接指導等（面接指導、添削指導、試験）が特区区域内で行われるよう、あらためて
認定団体に対して周知・指導する。
（２）規制所管省庁は、適切な教育活動が実現するよう、認定団体に対して周知・指導する。
（３）内閣府及び規制所管省庁は、学校に対する助言指導体制の確保を認定団体に対して要請する。また、規
制所管省庁は、ノウハウの乏しい認定団体に対して、必要な助言を行う。

２ 併せて、新たな特区計画の申請があった場合は、その認定は、
（１）面接指導等（面接指導、添削指導、試験）の特区区域内での実施
（２）認定団体における指導体制の構築
（３）認定団体における評価実施とその結果の公表の徹底
について、認定申請団体に確認した上で行う。
また、規制所管省庁は、認定の同意に当たって、関係法令・通知等を踏まえた適切な教育活動の実施につ

いて助言する。

３ 既設の株立学校の学校法人化が議論となった。規制所管省庁が行った意向調査によれば、特に高校の多
くが学校法人化を希望又は学校法人化に魅力を感じると回答している（小学・高校21校中18校、大学5校中1
校）。
これを踏まえ、規制所管省庁は、学校法人化を希望する学校に対し、新たな学校の「設置」ではなく「設置者

変更」として認可を行うなどのこれまでの制度の弾力化等について情報提供を行う。また、相談窓口を設けて
個別にきめ細かく対応するなど学校から寄せられた懸念の解消に努め、学校法人化を支援する。特に、認可
権者が都道府県の場合、当該都道府県の理解が得られるよう、学校や生徒・保護者等の立場に立って必要な
支援を行う。

４ なお、評価・調査委員会は、適当と認める時期に、上記運用の改善状況及び学校法人化の進捗状況につ
いて規制所管省庁に報告を求めることとする。

文部科学省
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平成１８年８月１日 

構造改革特区御担当者殿 

 

内閣府構造改革特区担当室 

 

株式会社立通信制高校に係る特定事業に関する取扱いについて（通知） 

 

貴団体におかれましては、平素より構造改革特区の推進につき大変お世話になっております。 

さて、平成１８年４月２４日付けで「株式会社立通信制高校に係る特定事業に関する調査について（依

頼）」の回答に当たっては、ご協力いただきありがとうございました。 

調査依頼文書でもお伝えしましたとおり、構造改革特区制度は、構造改革特別区域法（以下「特区法」

という。）に基づき、地域の活性化を図るために、地方公共団体が地域の特性に応じて構造改革特別区

域計画（以下「特区計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることによって、特例措置を活

用した特定事業を実施することを認める制度であります。 

したがって、株式会社立通信制高校に係る特定事業※についても、当該高等学校が行う教育につい

て、当該計画に記載された構造改革特別区域において特別の事情に対応するための教育を行うも

のとして特区計画を認定したものであります。 

しかしながら、調査の結果、関係者の誤解等によって面接指導等が認定特区計画に記載された区

域の区域外で行われている場合も見受けられるところであります。そのような面接指導は、認定特区計

画に基づいているものではないため、特区法における特定事業として、第１２条（学校教育法の特例）に

基づく規制の特例措置の適用を受けません。従って、面接指導は認定構造改革特別区域の区域内で行

われる必要があることに御留意の程願いします。 

 もとより、貴団体におかれましては、特区制度の趣旨・法的性格を十分にご理解の上、特区計画の策

定・実施に責任を有する立場として、特区計画の円滑な実施に努められているものとは存じますが、法

令に則った認定特区計画の適正な実施が図られるべく適切な対応を行っていただくよう、重ねてお願い

申し上げます。 

なお、上記の趣旨を明確にする観点から、別添のとおり、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」を

改訂いたしましたので、併せてご確認の程お願い申し上げます。ご不明の点等あれば、下記担当までご

連絡下さい。 

 

※ 「８１６ 学校設置会社による学校の設置事業」： 

株式会社によって設置された学校が、地域の特性を活かした教育の必要性等の特別の事情に対応する

ための教育又は研究を行うこと（特区法第１２条第１項及び第２項） 

通信制高校であれば、面接指導等（高等学校通信教育規程第２条に規定する面接指導等。協力校や

いわゆる面接指導施設といった本校の校舎以外の場所で行われるものも含む。）についても、構造

改革特別区域において地域の特性に応じて行う教育に位置付けられるものである場合には、法第２

条第２号に規定する特定事業の一部として、法第１２条に規定する特例措置の適用を受けるものと

なります。 

 

（担当）  内閣府構造改革特区担当室  佐藤・森本           

電話 ０３－５５２１－６６１４ ／ ０３－５５２１－６６３９ 

ＦＡＸ ０３－３５００－０５６０                  

  E-mail  takahiro.sato@cas.go.jp                   

別添２ 
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平成 29 年 1 月 27 日 構造改革特別区域基本方針の一部変更 新旧対照表 
下線：変更箇所 

変更後（平成 29 年１月 27 日改正） 変更前（平成 28 年３月 22 日改正） 

構造改革特別区域基本方針 別表１ 

番号 816 

特定事業の名称 学校設置会社による学校設置事業 

（略） （略） 

特例措置の内容 （略） 

第２条第１項 学校は、国、地方公共団体、私立学校法第３条に規

定する学校法人（以下学校法人と称する。）及び構造改革特別区域

法（平成 14年法律第 189号）第 12条第２項に規定する特別の事情

に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要

件の全てに適合している株式会社（以下、学校設置会社という。）

のみが、これを設置することができる。 

第４条第１項第３号 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事（学

校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第 12

条第１項の認定を受けた地方公共団体の長。第 10条、第 14条、第

44条（第 28条、第 49条、第 62条、第 70条第１項及び第 82条に

おいて準用する場合を含む。）及び第 54 条第３項（第 70 条第１項

において準用する場合を含む。）において同じ。）※高等学校以下の

学校の認可等について、認定を受けた地方公共団体が行うことにな

る。 

２．学校を設置する株式会社（以下「学校設置会社」という。）は、

構造改革特別区域基本方針 別表１ 

番号 816 

特定事業の名称 学校設置会社による学校設置事業 

（略） （略） 

特例措置の内容 （略） 

第２条第１項 学校は、国、地方公共団体、私立学校法第３条に規

定する学校法人（以下学校法人と称する。）及び構造改革特別区域

法（平成 14年法律第 189号）第 12条第２項に規定する特別の事情

に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要

件のすべてに適合している株式会社（以下、学校設置会社という。）

のみが、これを設置することができる。 

第４条第１項第３号 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事（学校設置会社の設

置するものにあつては、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の長。第 10条、第 14条、第 44条（第 28条、

第 49条、第 62条、第 70条第１項及び第 82条において準用する場

合を含む。）及び第 54 条第３項（第 70 条第１項において準用する

場合を含む。）において同じ。）※高等学校以下の学校の認可等につ

いて、認定を受けた地方公共団体が行うことになる。 

 

２．学校を設置する株式会社（以下「学校設置会社」という。）は、
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その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生か

した教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その

他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次

に掲げる要件の全てに適合していなければならない。 

（略） 

３．学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学

校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類（以下「業務状況

書類等」という。）を作成し、その設置する学校に備えて置かなけ

ればならない。 

 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その

他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げ

る請求をすることができる。 

 (１) 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当

該書面の閲覧又は謄写の請求 

 (２) 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されていると

きは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方

法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

（文部科学省令においては、備えるべき書類、電磁的記録として保

存されている場合の閲覧の方法、作成の期限及び備え置く期間を定

める。なお、業務状況書類等を備えて置かず、記載すべき事項を記

載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに閲覧

を拒んだ場合、取締役、執行役又は清算人は 20万円以下の罰金。） 

（略） 

６．文部科学大臣又は認定地方公共団体の長は、学校設置会社の設

置する学校について学校教育法第４条第１項の認可又は同法第 13

その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生か

した教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その

他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次

に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。 

（略） 

３．学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学

校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類（以下「業務状況

書類等」という。）を作成し、その設置する学校に備えて置かなけれ

ばならない。 

 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その

他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げ

る請求をすることができる。 

 (１) 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当

該書面の閲覧又は謄写の請求 

 (２) 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されていると

きは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方

法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

（文部科学省令においては、備えるべき書類、電磁的記録として保

存されている場合の閲覧の方法、作成の期限、備え置く期間を定め

る。なお、業務状況書類等を備えて置かず、記載すべき事項を記載

せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに閲覧を

拒んだ場合、取締役、執行役又は清算人は 20万円以下の罰金。） 

（略） 

６．文部科学大臣又は認定地方公共団体の長は、学校設置会社の設

置する学校について学校教育法第４条第１項の認可又は同法第 13
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条若しくは第 14 条の命令をするときは、あらかじめ、文部科学大

臣にあっては大学設置・学校法人審議会の意見を、認定地方公共団

体の長にあっては、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可

又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関

の意見を、それぞれ聴かなければならない。 

 なお、認定地方公共団体が設置する審議会その他の合議制の機関

は、学校設置会社による学校設置事業に対する認定地方公共団体の

指導監督に係る PDCA サイクルの確実な実施のための中心的な役割

を担うことが期待されているものである。このため、審議会その他

の合議制の機関の審議対象には、学校設置会社による学校設置事業

の運営状況はもとより、認定地方公共団体の事務局体制等その指導

監督全般が含まれ、また、審議会その他の合議制の機関の構成員に

は、学校設置会社の設置する学校の種類に応じた教育に関し学識経

験を有する者及び会計に関し学識経験を有する者が含まれるべき

ものである。 

（略） 

11．認定地方公共団体は、次に掲げるいずれかの措置を講ずること

により、学校設置会社による学校設置事業に対して適切な指導監督

を行う体制を確保しなければならない（大学及び高等専門学校を設

置する場合を除く。）。 

（１）学校設置会社の設置する学校の種類に応じた教育に関し専門

的な知識及び経験を有する職員を配置すること。 

（２）当該構造改革特別区域を管轄する都道府県との間に、学校設

置会社による学校設置事業に対する指導監督についての指導、助

言、その他の援助に関する協定を文書により締結すること。 

条若しくは第 14 条の命令をするときは、あらかじめ、文部科学大

臣にあっては大学設置・学校法人審議会の意見を、認定地方公共団

体の長にあっては、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可

又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関

の意見を、それぞれ聴かなければならない。 
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同意の要件 地方公共団体が提出した構造改革特別区域計画において、次に掲げ

る事項がいずれも確認されること。 

１．上記「特例措置の内容」に記載されている２．(１)及び 11．の

事項の内容が確保されていること。 

２．認定地方公共団体において、上記「特例措置の内容」に記載さ

れている２．(２)及び（３）の事項の内容が確認されること。 

３．学校設置会社において、幼児、児童、生徒又は学生の教育環境

の改善に努めること。 
 

同意の要件 特になし 
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１．学校数（これまでに設置された学校数）（令和５年３月31日現在）

小学校 ３校（３校）
高等学校 16校（28校：９校は学校法人化、３校は廃校）
大学 ４校（７校：２校は学校法人化、１校は廃校）
※令和５年４月現在は小学校２校（１校学校法人化）、高等学校17校（１校新設）
2．調査において見られた主な課題（弊害）
①学校経営面

②教育研究面

③認定地方公共団体における管理体制（主に高等学校以下）

学校設置会社による学校設置事業に関する調査結果（令和４年度）の概要

【高等学校以下】
・学校部門の収支状況が直近５年間で赤字の学校が約25％
・過半数の学校で定員充足率が60％未満
・制度開始から現在まで、28校中３校が廃校し（11％）、９校が学校法人立化（32％）

【大学】
・制度開始から現在まで、７校中１校で学校廃止、２校で学部の廃止、２校で学校法人立化。
また、平成20年以降は新設校なし。

令和５年９月２９日
評価・調査委員会
文部科学省作成資料

【高等学校以下】
・構造改革特別区域外で教育活動を実施している。（平成24年度の評価でも指摘）
・当該教科の教員免許状を有していない教員が面接指導を行っている。
・学習指導要領に定める面接指導の時間数を満たしていない。
・図書室など校舎に備えるべき施設が設けられていない。

【大学】
・教育研究経費の収入に占める割合は最大でも２割程度であり低い（学校法人立を含む大学全体の平均：40.4％）。
・認証評価において不適合の評価を受けている大学がある。
・教員の雇用形態が不適切な大学がある。

・5自治体（26％）で、学校の評価結果の公表（特区法上の義務）を行っていない。
・評価において、設置会社の経営状況の確認を行っていない。
・14自治体（74％）で、担当者に教育事務経験者が含まれておらず、適切な指導監督が困難。

→前回調査（平成23年度）でも見られた課題が依然として見られた。
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③平成28年度以降の廃校率

株式会社立と学校法人立の広域通信制高校の比較について

※平成27年度以前のデータは収集していない。
※株式会社立については母数21校のうち3校が廃校、学校法人立については母数104校（株立からの移行分を除く）のうち1校のみ
が廃校となっている。

ウィッツ青山学園事件（平成28年度）以降の広域通信制高校の廃校率は学校法人立に
比べ、株式会社立の方が高い。
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株式会社立と学校法人立の広域通信制高校の比較について

株式会社立と学校法人立の広域通信制高校を同条件で比較することは困難で
あるが、
・定員充足率については、令和元年度から令和3年度にかけて、いずれの年も学
校法人立の方が高い。

・収支状況については、経常収支差額比率が０又はマイナスとなっている学校
の割合は令和元年度から令和3年度にかけていずれの年も、株式会社立の方が
高い。

・廃校率については、ウィッツ青山学園事件（平成28年度）以降、学校法人立
に比べ、株式会社立の方が高い。

という結果となり、特に廃校については大きな差が見られた。

株式会社立の広域通信制高校の設置にあたっては、特区申請を行う認定地方
公共団体が認可の基準を設定するところ、現状では、学校が備えておくべき資
産の要件や生徒確保の見込みについて、学校法人の要件よりも低い要件を課す
ことも可能となっている。これにより、経営が悪化した際に、在校生を卒業さ
せるだけの資産がなく突然に廃校に至ってしまう可能性がある。事実、廃校し
た３校は在校生がいながらにして廃校に至り、在籍していた生徒は転校・退学
を余儀なくされた。
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番号 816
特定事業の名称 学校設置会社による学校設置事業
措置区分 法律
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

学校教育法（昭和22年法律第26号）第２条第１項、第４条第１項第３号等

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

国、地方公共団体及び学校法人のみが学校教育法第１条に定める学校を設置できる
こととされている。
また、高等学校以下の私立学校の設置認可等は都道府県知事とされている。

特例措置の内容 １．地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生か
した教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情
に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校が行うことが適切かつ効
果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
認定の日以後は、学校教育法第２条第１項及び第４条第１項第３号は、以下のとお
りとする。
第２条第１項 学校は、国、地方公共団体、私立学校法第３条に規定する学校法人
（以下学校法人と称する。）及び構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第
12条第２項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同
項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社（以下、学校設置会社とい
う。）のみが、これを設置することができる。
第４条第１項第３号 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事（学校設置会社の設置するものにあ
つては、構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた地方公共団体の長。第10
条、第14条、第44条（第28条、第49条、第62条、第70条第１項及び第82条において
準用する場合を含む。）及び第54条第３項（第70条第１項において準用する場合を
含む。）において同じ。）※高等学校以下の学校の認可等について、認定を受けた
地方公共団体が行うことになる。
２．学校を設置する株式会社（以下「学校設置会社」という。）は、その構造改革
特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地
域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研
究を行うものとし、次に掲げる要件の全てに適合していなければならない。
(１) 文部科学省令で定める基準（※高等学校設置基準等、既存の各種設置基準

を指すもの。）に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の
経営に必要な財産を有すること。
(２) 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経

験を有すること。
(３) 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。

３．学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業
務及び財産の状況を記載した書類（以下「業務状況書類等」という。）を作成し、
その設置する学校に備えて置かなければならない。
学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学

校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
(１) 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又

は謄写の請求
(２) 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的

記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は
謄写の請求
（文部科学省令においては、備えるべき書類、電磁的記録として保存されている場
合の閲覧の方法、作成の期限及び備え置く期間を定める。なお、業務状況書類等を
備えて置かず、記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な
理由がないのに閲覧を拒んだ場合、取締役、執行役又は清算人は20万円以下の罰
金。）

４．認定を受けた地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）は、学校設
置会社の設置する学校（大学及び高等専門学校を除く。）の教育、組織及び運営並
びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
また、評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知

するとともに、これを公表しなければならない。
５．認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する
学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合に
おいては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学
のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。

③評価対象となる規制の特例措置の基本方針別表１
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６．文部科学大臣又は認定地方公共団体の長は、学校設置会社の設置する学校につ
いて学校教育法第４条第１項の認可又は同法第13条若しくは第14条の命令をすると
きは、あらかじめ、文部科学大臣にあっては大学設置・学校法人審議会の意見を、
認定地方公共団体の長にあっては、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可
又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を、それぞ
れ聴かなければならない。
 なお、認定地方公共団体が設置する審議会その他の合議制の機関は、学校設置会
社による学校設置事業に対する認定地方公共団体の指導監督に係るPDCAサイクルの
確実な実施のための中心的な役割を担うことが期待されているものである。このた
め、審議会その他の合議制の機関の審議対象には、学校設置会社による学校設置事
業の運営状況はもとより、認定地方公共団体の事務局体制等その指導監督全般が含
まれ、また、審議会その他の合議制の機関の構成員には、学校設置会社の設置する
学校の種類に応じた教育に関し学識経験を有する者及び会計に関し学識経験を有す
る者が含まれるべきものである。
７．認定地方公共団体の長は、学校設置会社の設置する学校について認可をしたと
きは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
８．学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文
部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校であ
る場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計
その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

９．学校設置会社について下記の法律を適用するにあたり、以下のような読替を行
う。
(１) 学校設置会社が設置する高等学校等について所轄庁が認定地方公共団体の

長となることに伴う読替（教職員免許法（昭和24年法律第147号）、義務教育諸学
校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法（昭和29年法律第157
号））
(２) 私立学校の設置者として学校法人のみを想定している規定に、学校設置会

社を加える読替（教職員免許法、教職員免許法施行法（昭和24年法律第148号））
(３) 学校設置株式会社が設置する学校について財政的支援の対象としないため

の読替（地方交付税法（昭和25年法律第211号）、旧軍港市転換法（昭和25年法律
第220号）、産業教育振興法（昭和26年法律第228号）、理科教育振興法（昭和28年
法律第186号）、学校給食法（昭和29年法律第160号）、夜間課程を置く高等学校に
おける学校給食に関する法律（昭和31年法律第157号））
(４) 学校設置会社の教職員について、私学共済法の適用を除外するための読替

（私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号））
(５) 学校設置会社が設置する学校について、授業等で著作物を用いる場合は当

該著作物の複製及び、営利を目的としない上演を行う場合には公表された著作物を
公に上演することを認めるための読替（著作権法（昭和45年法律第48号））
10．なお、政省令等についても、学校の設置主体として学校設置会社を学校教育法
第２条に位置付けることに伴い必要な諸整備を行う。

11．認定地方公共団体は、次に掲げるいずれかの措置を講ずることにより、学校設
置会社による学校設置事業に対して適切な指導監督を行う体制を確保しなければな
らない（大学及び高等専門学校を設置する場合を除く。）。
（１）学校設置会社の設置する学校の種類に応じた教育に関し専門的な知識及び経
験を有する職員を配置すること。
（２）当該構造改革特別区域を管轄する都道府県との間に、学校設置会社による学
校設置事業に対する指導監督についての指導、助言、その他の援助に関する協定を
文書により締結すること。

同意の要件 地方公共団体が提出した構造改革特別区域計画において、次に掲げる事項がいずれ
も確認されること。
１．上記「特例措置の内容」に記載されている２．(１)及び11．の事項の内容が確
保されていること。
２．認定地方公共団体において、上記「特例措置の内容」に記載されている２．
(２)及び（３）の事項の内容が確認されること。
３．学校設置会社において、幼児、児童、生徒又は学生の教育環境の改善に努める
こと。

特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし
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８１６ 学校設置会社による学校設置事業

１．特例を設ける趣旨 

地域の産業との連携を図り人材育成や研究の促進を目指すことや、不登校

児童生徒等を対象とした既存の取組を活用すること等、地域の特別の教育上

又は研究上のニーズに対応し、学校教育の活性化を図るために、構造改革特

区において株式会社が学校を設置することを認めるものです。 

２．特例の概要 

地方公共団体が、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を

担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究

を株式会社の設置する学校が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣

総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、認定された特区計画に

基づいて、一定の要件を満たす株式会社（以下「学校設置会社」という。）

は学校を設置することができます。 

  学校設置会社は、業務状況書類等を作成し、入学希望者等の請求に応じて

閲覧させ、また、認定地方公共団体は、学校設置会社の設置する学校（大学

及び高等専門学校を除く。）について評価を行い、その結果を公表するとと

もに、学校経営に著しい支障が生じた場合等には在学者の適切な修学を維持

することができるようセーフティネットを構築しなければなりません。 

さらに、高等学校以下の学校の設置認可等については、特区法第１２条第

８項の規定に基づき、認定地方公共団体が、自ら設置する審議会その他の合

議制の機関（以下「審議会等」という。）に諮問して行います。なお、大学・

大学院及び高等専門学校の設置については、特区計画の認定後、別途、大学

設置・学校法人審議会における審査を経た上での文部科学大臣による認可が

必要となります。 

３．基本方針の記載内容の解説 

（１）特別の事情に対応するための教育・研究等について

① 「地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、（中略）

特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校が

行うこと」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的

に設定する構造改革特別区域において、株式会社の設置する学校が、下

記②に述べる「特別な事情」に対応するための教育又は研究を行うこと

です。

すなわち、特区計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、

その計画に記載された構造改革特別区域内において、株式会社が学校を

④評価対象となる規制の特例措置の認定申請マニュアル
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設置することを認める規制の特例措置が適用され、当該学校が教育又は

研究を行う事業を実施することが可能となります。 

したがって、規制の特例措置を活用して、通信制の課程を置く高等学

校が添削指導、面接指導及び試験（以下「面接指導等」という。高等学

校通信教育規程（昭和３７年文部省令第３２号）第２条第１項）を協力

校等本校の校舎以外の場所で行う場合や、大学の各キャンパスで教育研

究を行う場合等についても、それらの活動が学校として行う教育又は研

究に位置付けられるものである以上、特区計画に記載された区域内にお

いて行う必要があります。 なお、各校舎が複数の地方公共団体の区域に

所在する場合には、各校舎が所在する複数の地方公共団体が共同し又は

単独でそれぞれ、特区の申請を行うことが必要となります。これについ

て、学校と異なる教育施設において、当該学校の看板が掲げられていた

り、学校が備えるべき表簿が保管されていたり、当該学校の教員でない

者や校長の監督権が及ばない者に添削指導や試験の実施等の学校教育活

動を行わせたりしているなど、学校設置事業と学校と異なる教育施設に

よる教育事業とが渾然一体となった運営がなされることは不適切です。 

なお、学校設置会社が、学校設置事業とは別に、学校教育以外の活動

（学校教育での指導について生徒の理解を深めるための解説など）を行

うことは差し支えありません。 

また、特区計画を策定するに当たっては、次に掲げる関連通知の内容

を踏まえて策定する必要があります。詳細は担当省庁にお問い合わせく

ださい。 

・ 「構造改革特別区域法第１２条第１項の規定に基づく学校設置会社

による学校設置事業等について（通知）」（平成２４年９月２１日付

け２４文科初第５８０号）

・ 「構造改革特別区域法第１２条第１項の規定に基づく学校設置会

社による学校設置事業について（通知）」（平成２９年１月２７日付

け府地事第７８号、２８文科初第１４０１号））

・ 学校設置会社が通信制の課程を置く高等学校を設置する場合にあ

っては、「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン

の策定について（通知）」（平成２８年９月３０日付け２８文科初第

９１３号）、「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラ

インの改訂等について（通知）」（平成３０年３月２３日付け２９文

科初第１７６５号）、「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令

等の公布について（通知）」（令和３年３月３１日付け２文科初第２

１２４号）、「高等学校通信教育規程の一部を改正する省令の公布に

ついて（通知）」（令和５年２月１日付け４文科初第２０３３号）及
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び「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの改訂

等について」（令和５年２月２８日付け事務連絡） 

(注)学校においては、学校教育法や同法に基づく学習指導要領など、法

令に基づく適切な教育を実施する必要があります。このため、認定地

方公共団体においては、４.（２）③及び⑤のとおり、学校への適切

な指導・助言が可能となるよう、審議会等において学校設置会社によ

る学校設置事業の運営状況について審議するとともに、認定地方公共

団体の事務局に学校の種類に応じた教育に関し専門的な知識及び経

験を有する職員を配置し又は協定に基づき都道府県より学校に対す

る指導監督に係る指導、助言等を受けるなどにより、適切な指導監督

体制を確保することが必要となります。 

② 「特別な事情」については、特区の申請を行う地方公共団体が当該地

域の特性を踏まえ、必要となる事業の具体的な内容を把握し主体的に判

断することになりますが、「特別の事情に対応するための教育又は研究」

を株式会社が行うことが適切かつ効果的であると認める場合を幅広く含

みます。例えば、不登校児童生徒の多い地域において株式会社が不登校

児童生徒を対象とした学校を設置するケースや地域に根ざした産業の技

術力を活用した研究を行うとともに、その産業の後継者を育成する観点

から、株式会社が大学を設置するケース等が考えられます。

③ 学校の公共性、安定性・継続性を担保することにより、教育の質の確

保や適正な運営、在学者等の利益等に配慮することが必要不可欠である

ことから、株式会社に学校の設置を認めるに当たっては、当該株式会社

に一定の要件、情報公開を求めるとともに、認定地方公共団体における

評価の実施及びその結果の公表（高等学校以下の学校に限る。）、セー

フティネットの構築等を要することとしています。

（２）学校設置会社の資産要件及び役員要件について

① 上記２．にいう「一定の要件」とは、特定のニーズに対応する教育又

は研究を行うとともに、①学校経営のための資産等を有すること（資産

要件）、②学校経営を担当する役員に学校経営の知識又は経験があるこ

と、③学校設置会社の経営を担当する役員に社会的信望があること（②

及び③を「役員要件」という。以下同じ。）です。（特区法第１２条第

２項）

② 資産要件は、高等学校設置基準や大学設置基準等既存の各種設置基準

に規定する校地・校舎等又はこれを購入するために必要な資金及び学校

を運営するための財産をいい、認可に当たっての審査基準は文部科学省

又は認定地方公共団体が具体的に定めます。これまで、株式会社立高等
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学校において28校中3校が廃校していますが、このすべてのケースにおい

て、速やかな募集停止が行われず、在校生がいながらにして廃校に至っ

ています。加えて廃校に至るまで期間が極めて短く大きな混乱を招いた

ことを踏まえ、審査基準が過度に緩やかであると設置及び運営に真に必

要な財産の保有を確認できないおそれがあることから、認定地方公共団

体が審査基準を定める際には、文部科学大臣所轄学校法人に対する審査

基準及び当該認定地方公共団体を包括する都道府県の定める私立学校審

査基準も参考にすることが必要であり、こうした基準と異なる基準を定

める場合には合理的な説明が求められます。特区計画の認定申請にあた

っては、少なくとも、認定地方公共団体の審査基準、完成年度までの収

入・支出の見通し及びその根拠並びに児童生徒・学生確保の見通しを合

理的に説明できるデータを参考資料として添付してください。なお、平

成19年に、校地・校舎の自己所有を要しない学校設置事業が全国展開さ

れており、地方公共団体からの校地・校舎の借用などによっても学校の

設置ができることになっています。 

 なお、学校運営の継続性・安定性の担保の観点から、認定地方公共団

体の審査基準が過度に緩やかであり、真に必要な財産の保有を確認でき

ない場合、計画が認定されないことがあります。 

③ 役員に求める「学校経営に必要な知識又は経験」と「社会的信望」に

ついては、学校を適切に運営することが期待できない者が、学校の設置

者として認められることのないよう、設置する株式会社の役員に一定の

資質を求めるものです。個々の役員の資質については、特区法の規定（第

１２条第２項）のほかに国として細目を定めた規程等はありませんので、

特区計画の申請までの間や学校の認可等を行う際に、審議会等による面

接や履歴書の確認等により、個別具体的に判断することとなります。

（３）情報公開について

① 情報公開に関しては、会社法上義務付けられているものに加え、学校

設置会社としても、設置する学校への入学希望者が適切に学校を選択で

きるよう、入学希望者からの請求があった場合を含め、学校の教育の質

や適正な運営等を担保するため、広く関係人にも閲覧させることが義務

付けられています。

② また、情報公開に係る「省令」（文部科学省関係構造改革特別区域法

施行規則（平成１５年３月３１日文部科学省令第１７号））には、学校

設置会社が備えるべき業務状況書類等（会社法において既に株式会社が

備え置くものとされている貸借対照表、損益計算書及び事業報告書）、

業務状況書類等が電磁的記録として保存されている場合の閲覧の方法、
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業務状況書類等を作成する期限及び備え付けの期間について定めてい

ます。 

（４）評価について

① 高等学校以下の学校について、認定地方公共団体が毎年度行う「学校

の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況」の評価については、

少なくとも、当該学校開校１年後から行う必要があります。その具体的

方法については、学校経営の公共性、継続性・安定性の観点から、学校

教育法、各種設置基準、学習指導要領等に照らして、当該学校の学校経

営面、教育面の状況について適切に評価するために必要な評価項目を設

定して行うこととなります。具体的には次のような評価項目が考えられ

ます。

・学校の教育活動及び管理運営に係る状況（学校教育法、各種設置基

準、学習指導要領等への適合性 等）

・構造改革特別区域法の遵守状況（構造改革特別区域内で学校の教育

活動が実施されていること 等）

・学校設置会社の経営に関する状況（資産要件の適合性、学校設置会

社が発行する株式の状況）

・学校設置会社の役員の状況

・通信制課程を置く高等学校を設置する場合であって、高等学校通信

教育規程第３条に定める通信教育連携協力施設を設置する場合には、

学校と当該施設との協力・連携状況

また、評価の実施に当たっては、教育や会社経理に関し学識経験を有

する外部専門家を加えるなど、評価の客観性・専門性の確保に留意する

必要があります。 

② 特区認定を受けた地方公共団体による評価は、広く社会一般に公表す

ることにより、学校選択や修学の継続をする上で必要な判断材料として

活用できるようにするため、可能な限り迅速かつ詳細な公表が求められ

ます。なお、公表の方法については、インターネットによるなど、広く

社会一般からアクセスしやすいものであることが求められます。また、

大学又は高等専門学校を設置する場合には、特区認定とは別に、文部科

学大臣による学校の設置認可を受ける必要があり、その教育研究の状況

については既存の国公私立大学と同様の質保証システムに対応するこ

とが求められます。設置認可等の結果付される「附帯事項」や、学校教

育法に基づき認証評価機関が実施する第三者評価の結果が公表される

こととなります。

③ 認定地方公共団体は、毎年度、取りまとめた評価結果を、以下（６）
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に記載する審議会等の運営状況（開催状況、議事項目、認定地方公共団

体又は学校設置会社に対する主な指摘事項等）と併せて、内閣府へ報告

することが求められます。 

（５）セーフティネットについて

① これまで、複数の株式会社立学校において、事前の募集停止等の措置

もなく、在校生がいながらにして廃校に至った結果、大きな混乱が生じ

たことがあったことを踏まえ、学校の経営に著しい支障を生じ、又は生

ずるおそれがある場合に、在学者の適切な修学を維持することができる

ように、認定地方公共団体は、特区計画の策定・実施に責任を有する立

場として、当該学校の教育、経営等の状況を適切に把握しつつ、当該学

校や関係機関等と連携を図り、準備を進めておくことが求められます（特

区法第１２条第７項）。

具体的には、近隣の学校への転学のあっせんのほか、例えば、当該学

校が小・中学校の場合にできるだけ当該児童生徒の希望にかなった同一

市区町村内の公立学校に受け入れること等、在学者の立場に立って、最

も適切な措置を講ずることとします。また、必要に応じて在学者や保護

者の相談窓口を設置することや、適切な情報提供を行うこと、学校設置

会社に対し適切な対応を要請することに加え、認定地方公共団体におい

てもそうした事態に備えた適切な計画を立てることが求められます。 

（６）審議会等について

① 審議会等は、特区において株式会社の設置する学校については、認可

や不利益処分を都道府県知事ではなく当該認定を受けた地方公共団体の

長が行うことから、その認可等の行政の適正性、公正性、専門性を確保

する観点から当該地方公共団体に置かれるものです。

加えて、審議会等は、事務局の専門的知識を補完するとともに、第三

者機関として学校設置会社の運営状況はもとより、認定地方公共団体の

事務局体制を含むその指導監督全般についてチェック機能を発揮するこ

とを通じて、学校設置会社による学校設置事業に対する認定地方公共団

体の指導監督に係るPDCAサイクルを確実に実施するための中心的な役割

を担うことが期待されているものです。 

② このため、審議会等の構成員については、少なくとも設置する学校の種

類に応じた教育に関し学識経験を有する者（学校の種類に応じた教育につ

いて「学問上の知識又は実務上の経験を有する者」の意味であり、具体的

には、当該学校の種類の教育に関わる分野を専門とする大学教授（教育学
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者）、当該学校の種類の校長経験者などを想定）、会計に関し学識経験を

有する者（会計について「学問上の知識又は実務上の経験を有する者」の

意味であり、具体的には、会計学を専門とする大学教授、公認会計士、税

理士などを想定）が、それぞれ１名以上含まれていることが必要となりま

す。 

③ また、審議会等の審議対象事項には、学校設置事業の運営状況（学校の

教育活動及び管理運営に係る状況、構造改革特別区域法や学校教育関係法

令の遵守状況、学校設置会社の経営状況並びに役員要件適合性等）はもと

より、地方公共団体の事務局体制等その指導監督全般が含まれていること

が必要となります。

④ 認定地方公共団体が審議会等の構成員を任命するに当たっては、認定地

方公共団体の学校設置会社による学校設置事業に対する指導監督の中で

審議会等の果たすべき役割を説明し、その理解を得て構成員に就任してい

ただくことが重要です。審議会等の構成員の改選後の審議会の会議におい

て、これらについて説明を行うことも有効と考えられます。

また、審議会等による審議が円滑かつ効果的に行われ、その求められる

役割を十分に果たすことができるよう、審議会等における審議に際しては

学校の運営状況や学校設置会社の経営状況等に係る一次資料を提供する、

あるいは、審議会等による学校の現地調査の機会を定期的に設けるなど、

審議会等として、より直接的かつ詳細に学校の実態を把握することが可能

となるように努めてください。 

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

（１）通信制の課程を置く高等学校の設置事業を行う場合には、特区計画（別

紙）「4 特定事業の内容」の欄に、添削指導、面接指導及び試験ごとに、

それぞれの実施方法及び実施場所を明らかにしてください。また、連携施

設を設ける場合には、これらの施設との連携・協力内容及び各施設におい

て行われる活動の内容について記載するとともに、構造改革特別区域外の

施設で面接指導等を行わないことを明らかにしてください。

（２）特区計画（別紙）「5 当該規制の特例措置の内容」の欄に以下の事項を

記載してください。 

① 当該地域に存在する教育上又は研究上の特別のニーズ

② 当該株式会社の設置する学校が、当該ニーズに対応する教育又は研究を

行うことが適切かつ効果的であると、地方公共団体が認めた理由を含め具体

的な内容

③ 設置する学校が高等学校以下の学校である場合には、当該地方公共団体に
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審議会等の構成及び審議事項 

・審議会等の構成員については、その数、構成員の属性を記載してください。

その際に、構成員として、少なくとも学校の種類に応じた教育に関し学識

経験を有する者及び会計に関し学識経験を有する者が必ず任命されること

が明らかになるように記載してください。 

④ セーフティネットの整備

・想定される当該株式会社の対応及び地方公共団体における計画を具体的に

記載してください。 

⑤ 設置する学校が高等学校以下の学校である場合には、当該地方公共団体に

おける学校設置事業に対する適切な指導監督体制が確保されていること

・地方公共団体においては、次に掲げるいずれかの措置を講ずることによ

り、学校設置事業に対して適切な指導監督体制が確保されている必要が

あります。したがって、少なくとも（ア）と（イ）のいずれかの措置を

講ずることにより、適切な指導監督体制を確保することを客観的かつ具

体的に明らかにしてください。

（ア）地方公共団体において、学校設置会社の設置する学校種に応じた教

育に関し専門的な知識及び経験を有する職員を配置すること

・通信制高等学校を設置する場合は、担当部局に高等学校での管理

職経験者又は指導主事等の高等学校に関する教育行政経験者を配

置し、恒常的な指導・監督を行うことのできる環境を整備してく

ださい。

（イ）特区計画に記載された構造改革特別区域が存する都道府県との間

に、学校設置事業に対する指導監督についての指導、助言、その他の

援助に関する協定を文書により締結すること

（注）本特例措置を活用して設置された学校において、違法・不適切な学

校運営が行われ、生徒に不利益を負わせるような事態を招き、認定地

方公共団体に対して構造改革特別区域法第８条の規定に基づく措置

要求が行われた事案を踏まえ、地方公共団体においては、同様の事態

が生じないよう、学校設置事業に対する適切な指導監督体制を確保す

ることが必要となります。 

・「適切な指導監督体制」とは、設置する学校の学校種、教育上の特別のニ

ーズ、学校運営の特徴など学校設置事業の内容に応じて、個別具体的に判

断されることとなります。なお、設置する学校が通信制の課程を置く高等

学校である場合にあっては、収容定員や通信教育を行う区域、連携施設数

等を踏まえて、学校教育法その他の関係法令やガイドラインに基づき、適

切な学校運営を担保するための指導監督を行うことができる体制につい

て、客観的かつ具体的に記載してください。
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・適切な指導監督を行う前提として、地方公共団体における構造改革特別区

域法ほか関係法令順守を徹底する体制について具体的に記載してくださ

い。

⑥ 学校設置会社において、各種設置基準に規定する校地・校舎等又はこれを

購入するために必要な資金及び学校を運営するための財産を有すること（資

産要件）が確保されていること

⑦ 地方公共団体において、学校設置会社の役員が役員要件に適合することを

確認していること

・確認方法の例としては、審議会等による面接や役員の履歴書の確認等が

考えられます。また、役員が交代する場合も役員要件に適合しているこ

とを確認することが必要となりますので、役員交代時の役員要件の適合

性について審議会等において審議する、役員の状況について地方公共団

体への届出事項として取り扱う等の対応が望ましいです。

⑧ 学校設置会社において、幼児、児童、生徒又は学生の教育環境の改善に

努めること

・学校設置会社においては、当該学校に在学する幼児、児童、生徒又は学

生の教育環境の改善に努める旨を記載してください。

・高等学校以下の学校を設置する場合は、教員の免許取得状況を記載して

ください。なお、臨時免許状は、他に普通免許状を有する者を採用する

ことができない場合に限り利用することができる免許状であり、また、

免許外教科担任制度は、ある教科の教授を担任すべき教員を、とりうる

手段を尽くしても採用することができない場合に例外的に利用できる制

度です。「免許外教科担任の許可等に関する指針」（平成30年10月５日

付け文部科学省初等中等教育局教職員課策定）の内容も踏まえつつ、各

制度の趣旨を踏まえた教員配置となるよう計画してください。

（３）その他

① 学校（大学・大学院及び高等専門学校を除く。）の設置認可は、認定地方

公共団体により、学校教育法やその政省令、認定地方公共団体が策定した設

置認可基準等の客観的な基準に基づいて行われる必要があります（なお、文

部科学省が定める学校設置基準は、設置時における最低の基準であり、学校

は、設置後も引き続きこの基準を維持しつつ、更なる水準の向上を図ること

に努めなければなりません。②において同じ。）。

② 特区計画の内容が、大学・大学院及び高等専門学校の設置又は収容定員に

係る学則変更等に関するものである場合、特区計画の認定後、別途、大学設

置・学校法人審議会における審査を経た上で、文部科学大臣の認可を得るこ

とが必要となります。また、大学の学部、大学院の研究科の設置等であって、
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学位の種類や分野の変更を伴わず、認可でなく届出を要するものについても、

特区計画の変更の認定後、別途、文部科学大臣への届出を行う必要がありま

す。上記のいずれについても、当該認可申請又は届出に先立ち内閣総理大臣

より特区計画の認定を受けることが必要です。 

③ 特区計画認定申請後の過程において、当該計画上に法令違反・不適切な内

容が多く認められる場合や、認定地方公共団体又は学校設置会社における過

去の本特例措置の活用に当たり法令違反・不適切な学校運営・教育活動が多

数確認され、これらに適切な対応がなされなかった経緯があるなど、適切な

学校運営及び指導監督体制が構築されていると認めることが困難である場

合には、計画が認定されないことがあります。

５．当該特例に係る特区計画申請の添付書類  

（１）審議会等の設置要綱等の案

（２）学校設置事業を所管する認定地方公共団体の事務局の組織図、担当職員

が専門的な知識及び経験を有することを示す資料、及び各担当職員の勤務

形態（専任・兼任、常勤・非常勤（非常勤の場合は勤務日数）等）が分か

る資料

（３）４．（２）⑤（イ）に記載する協定文書（締結する場合に限る。）

（４）学校設置会社において、各種設置基準に適合する施設及び設備又はこれ

らに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有することが確認で

きる資料

・少なくとも以下の資料は付する必要があります。

（ア）認定地方公共団体の審査基準

（イ）学校完成年度までの収入・支出の見通し及びその根拠

（ウ）児童生徒・学生確保の見通しを合理的に説明できるデータ
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番号 都道府県名
申請地方公
共団体名

特区の名称 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 認定回

9 東京都 八王子市
情報産業人材育成
特区

ソフト系ＩＴ産業が多摩地区では一番多い185社立地してお
り、また、21校の大学がキャンパスを構えている全国有数
の学園都市である本市において、株式会社立大学が開校
することで、高度で最先端の知識と技術を持った人材が育
成され、ＩＴの先端技術に習熟した人材が輩出されることに
より、地域産業のさらなる活性化を図る。また、その効果を
「学園都市づくり」や「多摩ニュータウンの再生」「若者の就
学、就業の意識の喚起」などに波及させることを目標として
いる。

816 ・学校設置会社による学校設置事業
第９回

10 東京都 立川市
ネット学習（eラーニ
ング）事業を活用し
たまちづくり特区

立川市は、交通の要衝や業務核都市としての特性を活か
し、児童等に対する指導教員養成ニーズの拡大並びに医
療制度改革等に伴う人材の質的向上等、社会的ニーズの
増大に応える責務があると考える。
今回、学校設置会社におけるインターネット等のみを用いた
大学の設置により本課題の解決を図るものである。
これにより、高度専門職人材の養成に加え、立川らしさや高
い文化性の増進、国際的コミュニケーションの醸成、地域に
学術を伝える生活拠点としての活性化を目指す。

816
832

・学校設置会社による学校設置
・インターネット大学における校舎等施設要件
の弾力化

第１６回

11 神奈川県 相模原市
相模原市国際教育
特区

「広い視野で物事を考え、世界の人々と共生できる国際人
を育成する」ことを目標に、民間企業の意欲とノウハウ等を
活用して学校設置会社による小学校を設置し、原則として
各教科（国語科及び第４学年以上の算数科並びに第４学年
以上の社会科の一部を除く）の授業を外国人の教師等が英
語で行う「英語イマージョン教育」を実施する。

816
・学校設置会社による学校設置 第１３回

12 神奈川県 山北町 山北町教育特区

山北町は大自然と観光資源に恵まれる一方で、人口減少
の下で、農林業から観光関連を中心としたサービス業にシ
フトしている。このため、地域創生を担う人材育成を行うとと
もに、教育事業の実施を通じて交流人口の拡大を図り地域
経済の活性化につなげるため、町民の理解を得て学校設
置会社による「通信制高等学校」の設置を計画した。
特区内で行う面接指導等を通じて、地域の実情に応じた

自然体験（農林業）、就業体験（商業）、ボランティア活動
（福祉産業）等の実習授業を積極的に取り入れる。
また、通信制高等学校の特性を生かして増加の傾向にあ

る不登校、学習障害等の生徒をめぐる諸課題にも対応し、
インクルーシブ教育を積極的に取り入れ、教育のまち山北
を目指す。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第４２回後半

13 石川県 白山市
美川サイバータウ
ン教育特区

海底ケーブルを地域まで延長し、光ファイバー・ケーブル
を敷設し、データセンターを設置する。それらの恵まれた情
報通信環境を使っての遠隔教育を通して、町内外、やがて
アジア全域と広域から生徒を募集し、学習支援を行なうイン
ターネット高校（広域通信制課程）をはじめ遠隔教育による
生涯学習を通した地域活性化を図ることとする。それらの過
程を通して、高度な教育を実施していく中で得られる教育的
刺激をもたらし、情報発進力・自己表現力の高い人材の発
掘・育成を核とした地域振興、国際社会で活躍する人材の
育成を目指す。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第４回

14 愛知県 豊田市 豊田市教育特区

当市人口は、都市部で増加する一方、山間部では減少し
ている。中山間地域では３年前に高校の分校が閉校し、子
どもたちの進学先の選択肢が狭まっている現状がある。ま
た、中学校における不登校生徒数が３％強と、全国平均と
比べ若干多い特徴がある。茨城県で実績のあるルネサン
ス・アカデミー株式会社の運営する通信制高校を設置する
ことで、中学卒業後の進路の選択肢を増やすことができ、さ
らに廃校となった小学校校舎を地域活動拠点機能、避難所
機能を残しながら活用することにより地域活性化、住民の
安心安全につなげる。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第２６回

15 滋賀県 高島市
高島環の郷教育特
区

豊かな自然環境や地域資源を活用し、循環させ、人々が
努力し、協力し作り上げていく地域社会を「環の郷」と位置
づけ、これまで積み上げられてきた地域での暮らしやつな
がりを再生し、循環する仕組みを構築していくという理念
を、開設を計画している通信制高等学校の教育の中に取り
入れ、不登校や学業不振に悩む生徒にも配慮した、特色あ
る体験学習を展開するとともに、現代社会で失われつつあ
る豊かな自然環境や文化の中で日本人としての「人間力」
を養うことを目指す。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第１４回

16 大阪府
大阪府、大阪
市

大阪市教育特区

大阪府では高校の不登校生徒数や中途退学者数が全国
でも高い水準にあり、課題となっている。株式会社立による
通信制高等学校を、交通アクセスが充実し、教育機関や企
業が集積する大阪市内に設置することにより、生徒に新た
な学習の場を提供し、再チャレンジするための環境を整備
するとともに、キャリア教育や職業教育等の充実を図り、将
来的には、国際的に活躍できる人材の育成の強化を図る。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第３１回後半

17 兵庫県 神戸市
国際みなと経済特
区

本特例措置の活用により、国内企業はもとより、外国企業
の誘致の促進等を通じて、港湾物流の活性化を図り、神戸
のアイデンティティーである港の再生と港に連なるまちの活
性化を加速させる。本計画の実施に当たっては、特に重要
拠点として①ロジスティクスハブ拠点、②総合静脈物流拠
点、③国際経済拠点、④国際・ビジネス人材育成拠点、の４
つの拠点を形成し、神戸経済の本格的な復興を目指すこと
で港とその周辺地域を中心とする地域全体の活性化を図
る。

504
512
816

・特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申
請優先処理事業
・地方公共団体の助成等による外国企業支店
等開設促進事業
・学校設置会社による学校設置事業

第１回（１）
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番号 都道府県名
申請地方公
共団体名

特区の名称 特区の概要
規制の特例
措置の番号

規制の特例措置の名称 認定回

18 兵庫県 相生市
海と森と人が輝く相
生市教育特区

相生市は造船の町として栄えてきたが、近年では人口減
少が進み、本年３月に中学校１校を廃校した。当市は、廃校
施設の有効活用を図るため、不登校生徒等を対象とした株
式会社立による広域通信制単位制高等学校を設置する。
海に面していることから、ペーロン体験やヨットなどにも親し
むとともに、ＩＴ教育やサッカーなど多様な内容をカリキュラ
ムに盛り込むことで特色ある学習を展開する。これらを通じ
て、生徒の生きる喜びや感動を高め、愛着といきがいを育
む教育を行うとともに、地域の活性化も図る。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第１４回

19 兵庫県 養父市

響きあう心 拓く明
日 但馬中央の郷
－養父市教育特区
－

株式会社立の広域通信単位制高等学校を設置し、学習カリ
キュラムにボランティア活動を授業に組み入れ、農林業等
の体験学習を行う。地域の中・高年齢者が指導者となり、全
国からやってくる生徒の体験学習を進め、地域と連携した
学校づくりによる中・高齢者を中心とした「生きがい・楽し
み・誇り」を醸成する。
また、社会人を中心に福祉・保育・商業・行政分野での人

材育成のための専攻科を設置し、少子・高齢化の進展に対
し発生した福祉・保育の需要に教育分野と連動し、安心して
子育てができ、高齢者や障害者等を地域で支えるまちづくり
を推進する。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第１３回

20 兵庫県 淡路市 淡路市教育特区

構造改革特区制度「学校設置会社による学校設置事業
（816）」の特例を適用することで、廃校となった学校施設を
利活用した株式会社立の広域通信制単位制高等学校を設
置する。
生徒や関係者が地域の行事に参加することによる人的交

流の促進、商業施設等の消費の拡大、加えて、スクーリン
グ時の公共交通機関の利用促進や体験学習等において地
域住民が生徒等と積極的に関わることによる住民活力の増
進、国際交流活動の促進、グローバル人材の育成、地域の
発展、地域経済の活性化を目標とする。

816 ・学校設置会社による学校設置事業 第２７回
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構造改革特別区域の提案等に対する今後の政府の対応方針 

令 和 ２ 年 ８ 月 3 1 日  

構造改革特別区域推進本部決定 

構造改革特別区域推進本部令第１条第２項に基づき、構造改革特別区域推進

本部評価・調査委員会は、特区における特定事業の実施状況について評価を行い、

令和 2 年 3 月 27 日、「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に係る

評価意見」を取りまとめた。 

構造改革特別区域推進本部は、これらを踏まえ、今後の政府の対応方針につい

て、以下のとおり決定する。 

・ 会の に る 応方  

別紙に掲げる今後の対応方針を踏まえ、本件措置の周知等更なる活用の促進

を図るとともに、その状況を踏まえ所要の対応を行うものとする。

資料3

1



全国展開に関して再度評価を行う規制の特例措置 別紙

基本方針
別表１の番号

特定事業
の名称

特区における規制の
特例措置の内容

今後の対応方針 評価時期 所管府省庁

709(710,711)

特産酒類の製造
事業（単式蒸留
焼酎及び原料用
アルコールに関
する事項）

地域の特産物である農作物等を原料
とした単式蒸留焼酎又は原料用アル
コールを製造しようとする者が、製造免
許を申請した場合には、最低製造数量
基準を適用除外とする。

関係府省庁及び事務局は、現在及び今後認定される特区における新たな弊害・効果の
発生について引き続き情報収集すること。その状況を踏まえ、評価・調査委員会は令和
５年度に改めて評価を行う。

令和５年度 財務省
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構造改革特別区域の提案等に対する今後の政府の対応方針 

令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日 

構造改革特別区域推進本部決定 

構造改革特別区域推進本部令第１条第２項に基づき、構造改革特別区域推進

本部評価・調査委員会は、特区における特定事業の実施状況について評価等を行

い、令和５年５月３１日、「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に

係る評価意見」を構造改革特別区域推進本部長に提出した。

構造改革特別区域推進本部は、これを踏まえ、今後の政府対応方針について、

以下のとおり決定する。 

１ 評価 査委員会 評価 見に対 る対 方針 

（１）全国展開する規制の特例措置

 規制の特例措置を全国展開するものは、別紙１のとおりとする。なお、全国展

開の内容及び実施時期については構造改革特別区域基本方針（以下「基本方針」

という。）別表２に記載する。 

関係府省庁は、基本方針別表２に追加した規制の特例措置を定める法令の改

正等を行う。関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正等

案と基本方針別表２の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要の調整を

行うものとする。 

（２）全国展開に関して再度評価を行う規制の特例措置

 全国展開に関する評価を再度行うこととする規制の特例措置は、別紙２のと

おりとする。これらの規制の特例措置については、別紙２に掲げる今後の対応方

針に基づき、所要の対応を行うものとする。
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別紙２ 全国展開に関して再度評価を行う規制の特例措置

基本方針
別表１の番号

特定事業
の名称

特区における規制の
特例措置の内容

今後の対応方針 評価時期 所管省庁

816
学校設置会社による学校設
置事業

株式会社が学校を設置することを可能
とする。

特区を含めた様々な手段を活用して多様な教育へのニーズに応える必要性や学校の継続性・安
定性等に対する信頼に応える必要性等がある中で、本特例措置については、認定地方公共団体
における指導監督体制の整備及び毎年度の評価等を踏まえた教育環境の改善などに関する課
題が生じていることを踏まえ、各事業者や認定地方公共団体において、適正・適切に実施されて
いく必要がある。このため、関係府省庁は、効果や弊害が主として本特例措置に起因するもので
あるかについても検証しながら、現在指摘されている課題を踏まえ、事業の適正実施、多様な教
育の実現等のために必要な是正措置等の検討・対応を行い、評価委員会へ報告を行う。本特例
措置の評価は、上記報告等を踏まえ、令和５年度に行う。

令和５年度に評価を行う。 文部科学省

941 臨床試験専用病床整備事業

治験・その他の臨床試験であって、健
康な者（患者以外の者）を被験者として
入院期間が概ね10日以内で実施される
ものを行うための病床について、病室
面積、廊下幅の基準を緩和する。

関係府省庁は、毎年度状況の把握を行い、一定の実施が確認された段階で、改めて評価を行
う。

一定の実施が確認された段階で、
改めて評価を行う。

厚生労働省

1123
研究開発用海水温度差発電
設備の法定検査手続不要化
事業

研究開発のための海水温度差発電設
備について、安全性が確保される場
合、電気事業法に基づく工事計画の届
出や安全管理検査の実施を不要とす
る。

①当該発電設備の安全性を判断し得る運転実績（累計運転時間２年程度）が確認されるとき、②
現在活用されている区域計画の更新前年度（2031年度）のいずれか早い段階で、改めて評価を
行う。

①当該発電設備の安全性を判断
し得る運転実績（累計運転時間２
年程度）が確認されるとき、②現
在活用されている区域計画の更
新前年度（2031年度）のいずれか
早い段階で、改めて評価を行う。

経済産業省

1310
ノヤギを狩猟鳥獣とする特例
事業

ノヤギを狩猟鳥獣とみなし、狩猟による
捕獲を可能とする。

関係府省庁は、他地域の活用に向けた意向と取組状況について、適宜調査し、評価委員会へ報
告を行う。また、本特例措置の評価は、上記報告等を踏まえ、評価委員会が適当と認める時期に
行う。

関係府省庁は、他地域の活用に
向けた意向と取組状況について、
適宜調査し、評価委員会へ報告を
行う。また、本特例措置の評価
は、上記報告等を踏まえ、評価委
員会が適当と認める時期に行う。

環境省
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構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期に係る意見 

 

 

令和２年６月２５日 

構造改革特別区域推進本部 

評価・調査委員会 

 

 構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）に基づく規制の特例措置につ

いては、特例措置の実施状況等に照らし全国展開の是非等の評価を行っているとこ

ろである。当該評価の実施時期については、本委員会において検討を行い、構造改革

特別区域推進本部長に意見を提出しているところである。 

 この度、構造改革特別区域計画の認定が初めて行われた規制の特例措置について、

関係府省庁の長から提出のあった調査スケジュールに基づき、評価時期の検討を行

った。 

 その結果、当該規制の特例措置の評価時期について、本委員会の意見は以下のと

おりとする。 

〇初めて評価時期を検討したもの 

特例措置番号 特定事業名 評価時期 

７１２ 清酒の製造場における製造体験事業 令和５年度 
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構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について 

 

令和３年１１月２５日 

構造改革特別区域推進本部長 

 

 構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）に基づく規制の特例措置について

は、特例措置の実施状況等に照らし全国展開の是非等の評価を行っているところで

あり、当該評価の実施時期については、構造改革特別区域基本方針（平成 15年１月

24日閣議決定）の規定に基づき、構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会（以

下「評価・調査委員会」という。）において取りまとめられた意見を踏まえ、構造改

革特別区域推進本部長が評価の実施時期を決定しているところである。 

 この度、未評価又は前回評価から時間が経過している規制の特例措置について、

評価・調査委員会において意見が取りまとめられたことから、当該意見を踏まえ、

規制の特例措置の評価時期について、以下のとおり決定する。 

 

〇改めて評価するもの 

特例措置番号 特定事業名 評価時期 

８１６ 学校設置会社による学校設置事業 令和４年度 

１１２３ 
研究開発用海水温度差発電設備の 

法定検査手続不要化事業 
令和４年度 

１３１０ ノヤギを狩猟鳥獣とする特例事業 令和４年度 

１２０５ 

(１２１４、１２２１) 
重量物輸送効率化事業 令和５年度 

 
〇初めて評価するもの 

特例措置番号 特定事業名 評価時期 

１３０８ 
特別管理産業廃棄物の運搬に係る 

パイプライン使用の特例事業 
令和４年度 

４１３ 
救急隊の編成の基準の特例適用の拡大

による救急隊編成弾力化事業 
令和５年度 

１０１０ 
地方競馬における小規模場外設備 

設置事業 
令和５年度 
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 参考資料 1  

構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 委員名簿 
 

 

（令和５年７月 30 日 現在） 

氏  名 職 業 等 

ふじむら ひろゆき 

◎ 藤村 博之 

独立行政法人労働政策研究・研修機構理事

長 

     いわさき くみこ  

〇 岩崎 久美子 
放送大学教養学部教授 

くどう ひろこ  

工藤 裕子 
中央大学法学部教授 

くぼ  けんたろう 

久保 賢太郎 
TMI 総合法律事務所弁護士 

わたなべ こういちろう 

渡邊 浩一郎 
公認会計士 

 

※ ◎は委員長、〇は委員長代理 



 参考資料２  

構造改革特別区域基本方針（抄） 

 

平成 15 年１月 24 日閣議決定 

令和５年８月 25 日最終改正 

 

２．構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針 

（１）基本理念 

③評価の実施 

さらに、特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見

込み等を踏まえあらかじめ定めた評価時期に、その実施状況に基づき

評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが

必要である。したがって、規制の特例措置の評価において、特段の問

題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を

推進していくことを原則とする。 

特段の問題が生じているかは、規制の特例措置について全国展開を

行った場合に発生する弊害と効果により、判断するものとする。 

規制の特例措置の全国展開とは、現在、規制の特例措置により実現

している規制改革について、構造改革特別区域計画（以下「特区計画」

という。）の認定制度によらず、当該規制が本来規定されている法律、

政令又は主務省令（告示を含む。以下同じ。）（以下「法令」という。）

の改正等を行うことにより、全国規模で規制改革の成果を享受できる

よう措置することである。 

一方、地域性が強い規制の特例措置については、特区において当分

の間存続させることとする。 

地域性が強い規制の特例措置とは、特区として認定を受けて実施さ

れることにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国

の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口

というよりは、地域活性化策として意義が大きいものである。 

評価に当たっては、円滑な実施の観点から、供給者の視点のみなら

ず、消費者・需要家の視点をより重視して、規制の特例措置の要件、手

続、関連する規制等について、更なる提案を募集することなどにより、
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特区における実施状況等を踏まえて、必要な見直しを行うものとする。 

  なお、総合特別区域法（平成 23 年法律第 81 号）第 14 条の２第４項

又は同法第 37 条の２第４項の適用を受けた規制の特例措置について、

適用を受ける同法第 12 条第１項に規定する国際戦略総合特別区域計

画又は同法第 35 条第１項に規定する地域活性化総合特別区域計画が

認定されている場合には、その実施状況に基づき評価を行う。 

 また、国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第 10 条第４

項又は第５項の適用を受けた規制の特例措置について、適用を受ける

同法第８条第１項に規定する区域計画が認定されている場合には、そ

の実施状況に基づき評価を行う。 

さらに、規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法（平

成 17 年法律第 24 号）第５条第４項第 15 号に規定する事項について地

域再生計画に記載され、同法第 17 条の 61 の規定に基づき特区計画の

認定があったとみなされた場合には、当該規制の特例措置について、

その実施状況に基づき評価を行う。 

 

④評価・調査委員会 

このような基本理念に基づき、特区制度を推進するために、構造改

革特別区域推進本部（以下「本部」という。）に、有識者からなる評

価・調査委員会が設置されている。この委員会では、規制の特例措置

の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必要な措

置について、構造改革特別区域推進本部長（以下「本部長」という。）

に意見を述べるとともに、本部長の諮問に応じて新たな規制の特例措

置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重

要事項について調査審議する。 

 

（２）提案の募集に関する基本方針 

③評価・調査委員会による調査審議 

ⅰ）本部長の諮問 

本部長は、内閣府と関係府省庁との調整によっては実現しなかっ

た提案のうち、経済的及び社会的に意義があり、専門的知見を活用
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し、又は情勢の推移を踏まえて更に検討を深めることにより、新た

に地域の特性に応じた規制の特例措置を講ずることができる可能性

があるものについて、評価・調査委員会に諮問することとする。 

なお、本部長は、提案のほか、他の関係機関から特区において規

制の特例措置を講ずべき事項について検討を要請された場合には、

この事項についても評価・調査委員会に諮問することができる。 

 

ⅱ）調査審議の方法 

評価・調査委員会で提案について調査審議する場合には、迅速か

つ適確に調査審議を行うため、必要に応じて、提案者、関係府省庁、

有識者等からの意見聴取又は現地調査を実施できるものとする。 

 

ⅲ）意見の扱い 

本部は、評価・調査委員会から本部長に意見が提出された場合に

は、上記②ⅰ）のア）～ウ）及びⅱ）の基準に基づき、評価・調査委

員会の意見に関する対応方針を決定するものとする。 

 

（３）評価に関する基本方針 

①評価のスケジュール 

毎年度原則として２月末までに行うものとする。 

 

②評価基準 

ⅰ）規制の特例措置の在り方に関する評価基準 

規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。 

ア）全国展開 

以下のいずれかの場合。ただし、イ）又はウ）の基準に該当する

場合を除く。 

ａ 弊害が生じていないと認められる場合 

ｂ 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直

すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された

予防等の措置について特区における検証を要さないと認めら
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れる場合 

ｃ 弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を

全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きい

と認められる場合 

イ）特区において当分の間存続 

地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施される

ことにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国

の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突

破口というよりは、地域の活性化として意義が大きいと認められ

る場合 

ウ）拡充 

規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか

等の観点からの提案（以下「拡充提案」という。）等に基づき、規

制の特例措置の要件又は手続を緩和又は変更する場合であって、

当該緩和又は変更した要件又は手続について特区における検証を

要すると認められる場合 

エ）是正 

弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直す

ことで弊害の予防等の措置が確保され、是正又は追加された予防

等の措置について特区における検証を要すると認められる場合 

オ）廃止 

弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見

直すことで予防等の措置を確保することが困難と認められる場合 

 

ⅱ）関連する規制等の改革に関する評価基準 

また、当該規制の特例措置に関連する規制等の改革について、関

連する規制等が妨げとなっていないか等の観点からの提案（以下「関

連提案」という。）等があった場合には以下の基準により評価を行

う。 

ア）提案の募集に基づき講ずることとなった措置 

ａ 特区において講ずることとなった規制の特例措置 
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ｂ 全国で実施することとなった規制改革 

ｃ その他提案を実現するための措置 

イ）関係府省庁において今後前向きに検討を進める規制等の改革 

 

③評価時期の設定 

評価時期は一律に定めるのではなく、特区において適用が見込まれ

る時期、その効果が判明することが見込まれる時期等を踏まえ、規制

の特例措置ごとに設定するものとする。 

そのため、関係府省庁の長は、規制の特例措置について、適用され

る特区計画が初めて認定された場合には、当該特区計画における目標、

特定事業の内容、開始の日等を踏まえ、当該特区計画の認定から１か

月以内に調査スケジュールを作成し、本部に提出しなければならない。 

評価・調査委員会は、関係府省庁から提出された調査スケジュール

を踏まえ、必要に応じて関係府省庁から意見を聴取した上で、規制の

特例措置の評価時期を検討し、本部長に意見を提出するものとする。 

本部長は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、規制の特例措置の評

価時期を決定するものとする。 

 

④拡充提案・関連提案の募集 

評価を予定する規制の特例措置について、拡充提案及び関連提案を

募集するものとする。 

そのため、内閣府は、当該規制の特例措置の評価が開始されるまで

の間に、その旨を公表し、提案を募集する。その際、地方公共団体に対

して、積極的な提案を促すことに努めるものとする。 

拡充提案及び関連提案については、通常の提案と同じ検討基準及び

検討プロセスにより処理するものとし、その結果について、内閣府は、

評価・調査委員会に報告するものとする。 

 

⑤ニーズ調査の実施 

評価を予定する規制の特例措置のうち実施が少ないものについては、

評価に至る前に、内閣府は、更なる実施の可能性について調査（以下
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「ニーズ調査」という。）を行うものとする。 

評価・調査委員会は、ニーズ調査の結果、実施の増加が見込まれず、

また、拡充提案がない規制の特例措置については、予定していた評価

を行わないことができるものとし、その場合には、関係府省庁にその

旨通知するものとする。その際、内閣府は、あらかじめ関係府省庁の

意見を求め、その結果を評価・調査委員会に報告するものとする。 

また、評価を予定する規制の特例措置のうち、活用実績が無いもの

については、内閣府はニーズ調査を行わないことができるものとする。 

 

⑥評価の方法 

関係府省庁の長は、評価の対象となった規制の特例措置について、

③で決定された評価時期に、法第 48 条第１項に基づき規制の特例措置

の適用状況について調査を行い、その結果を本部に報告しなければな

らない。 

関係府省庁の長は、調査に当たって、規制の特例措置による弊害の

発生の有無に基づき、全国展開により発生する弊害について立証責任

を有するものとし、また、弊害の発生の有無の判断に資する情報を最

大限把握するものとする。 

この関係府省庁の長の調査に加えて、評価・調査委員会は、規制の

特例措置を全国展開することによる効果、地域性が強い規制の特例措

置かどうか等について独自の調査を行うものとする。 

評価・調査委員会は、これらの結果等を踏まえ、規制の特例措置に

関する評価を行い、本部長に意見を提出するものとする。本部は、評

価・調査委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。 

ⅰ）調査票の作成 

評価に当たって、評価・調査委員会は、評価を予定する規制の特

例措置について、評価の開始の３か月前までに関係府省庁に通知す

るものとする。通知を受けた関係府省庁は、評価の開始の２か月前

までに調査の内容、方法及び対象を記載した調査票を作成して評価・

調査委員会に提出しなければならない。 

評価・調査委員会は、関係府省庁の調査票を踏まえて、評価・調査
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委員会の調査票を作成するものとする。その際、評価・調査委員会

は、必要に応じて関係府省庁の調査票に対して意見を述べるものと

する。 

 

ⅱ）調査結果の取りまとめ 

評価の対象となった規制の特例措置について、これらの調査票は、

調査の対象となる規制の特例措置に係る特区計画の認定を受けてい

る地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）、実施主体又

は関係者に対して時間的余裕を持って周知するものとし、調査結果

は、評価の開始から２か月後までに取りまとめるものとする。なお、

評価・調査委員会は、独自の調査に当たっては、認定地方公共団体、

実施主体又は関係者からの意見聴取又は現地調査を実施できるもの

とする。 

関係府省庁は、弊害について調査・報告する場合においては、そ

の弊害の予防のための運用の改善及び是正措置の可能性等も併せて

報告するよう努めるものとする。 

 

ⅲ）評価意見の提出 

評価・調査委員会は、関係府省庁の長の調査結果及び独自の調査

結果を踏まえ、また、必要に応じて関係府省庁から意見を聴取した

上で、②の評価基準に基づき評価を行い、本部長に意見を提出する

ものとする。 

本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、②の基準に基づき、評

価に関する対応方針を決定する。 

 

⑦総合特区において適用された規制の特例措置の評価 

総合特別区域法第 14 条の２第４項又は同法第 37 条の２第４項の適

用を受けた規制の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥ま

での事項に準じて評価を行うものとする。 

 

⑧国家戦略特区において適用された規制の特例措置の評価 
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国家戦略特別区域法第 10 条第４項又は第５項の適用を受けた規制

の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥までの事項に準じ

て評価を行うものとする。 

 

⑨地域再生計画に記載され特区計画の認定があったとみなされた場合

の規制の特例措置の評価 

規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法第５条第４

項第 15 号に規定する事項について地域再生計画に記載され、特区計画

の認定があったとみなされた場合の当該規制の特例措置について評価

を行う場合には、①から⑥までの事項に準じて評価を行うものとする。 

 

（５）関係府省庁の対応状況のフォローアップに関する基本方針 

内閣府は、提案を受けて全国で実施された規制改革及び現行制度で対

応可能と判断された事項並びに全国展開された規制の特例措置について、

その実施に当たり問題が生じていないかフォローアップ調査を行い、問

題が生じている場合には、関係府省庁と調整を行う。 

また、内閣府は、関係府省庁との調整によっては実現しなかった提案

について、関係府省庁の協力を得つつ、定期的にフォローアップを行い、

実現に向けた取組が成されるものについては、内閣府のホームページに

掲載するとともに、当該提案をした者に対し通知する。 

 

（６）構造改革実現のための情報提供、相談機能の強化と関連する施策

との連携に関する基本方針 

②国家戦略特区制度との連携 

 構造改革の推進のため、国家戦略特区制度と相互の有機的な連携を

図るものとし、国家戦略特別区域法第５条第７項の規定による募集に

応じ行われた提案であって、同法第 38 条の規定に基づき、構造改革の

推進等に資するものとして法第３条第４項に規定する提案とみなされ

たものについては、同項の規定に基づき、必要な措置を講ずることと

する。 
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３．特区計画の認定に関する基本的な事項 

（１）特区計画の認定に関する基本方針 

⑩認定特区計画の実施の状況の調査及び措置要求 

規制の特例措置が特区内において適切に実施されているか、特区計

画に記載されているような効果をあげているか、について調査し、必

要に応じて規制の特例措置の是正又は廃止や、特区計画の改善の要求

又は認定の取消しに係る判断の材料とする。 

このため、内閣総理大臣は、必要に応じて認定地方公共団体におけ

る特区計画の実施の状況について調査を行い、特区計画の変更等が必

要であると認められる場合には、法第８条第１項に基づく措置を講ず

るものとする。なお、内閣総理大臣が法第８条第１項に基づく措置を

講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求めるもの

とする。 

また、関係府省庁の長は、必要に応じて規制の特例措置の実施状況

について調査を行い、当該規制の特例措置の適正な適用を地方公共団

体に求めることが必要であると認められる場合には、法第８条第２項

に基づく措置を講ずるものとする。なお、関係府省庁の長が法第８条

第２項に基づく措置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員

会の意見を求めるものとする。 

 

⑪認定特区計画の取消し 

法第８条第１項又は第２項に基づく措置等にもかかわらず、規制の

特例措置の実施による弊害等の発生が認められること、規制の特例措

置の効果が認められないこと等により、特区計画の認定の取消しが必

要な場合には、内閣総理大臣は当該地方公共団体に対して法第９条に

基づく措置を講ずるものとする。内閣総理大臣が法第９条に基づく措

置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求める

ものとする。 

 

４．構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画 

（２）評価等に基づき政府が講ずることとなった措置 
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①全国展開することとなった規制の特例措置 

特区で実施する規制の特例措置について、本部において上記２．（３）

②ⅰ）ア）の評価基準に基づき評価の対応方針が決定されたもの及び

関係府省庁が自ら全国展開するとしたものについては、別表１から削

除するとともに、実施時期、全国展開の実施内容を明示して、別表２

として決定し、必要な法令の改正等を行うものとする。なお、関係府

省庁が自ら全国展開しようとする場合には、内閣府は必要に応じて関

係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨報告するものとする。 

関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案

と別表２の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要の調整を行

うものとする。 

上記法令の改正等に当たって、関係府省庁は、既に認定されている

特区計画において実施されている規制の特例措置について、実施主体

に対して新たな許認可の申請を求めない等の実施の継続が円滑に行わ

れるよう措置しなければならない。 

なお、関係府省庁は、別表２に定める事項及びこの内容に合致して

定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しな

いものとする。 

 

②拡充、是正又は廃止等をすることとなった規制の特例措置 

本部において２．（３）②ⅰ）ウ）、エ）又はオ）の評価基準に基づ

き評価の対応方針が決定されたもの及び関係府省庁が自ら拡充すると

したものについては、別表１を改定するとともに、必要な法令の改正

等を行うものとする。なお、関係府省庁が自ら拡充しようとする場合

には、内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会に

その旨報告するものとする。また、規制の特例措置の前提となる制度

自体が廃止又は抜本的に変更されることにより、規制の特例措置の必

要性もなくなる場合には、内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに

評価・調査委員会にその旨報告するものとする。 

関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案

と改定される別表１の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要
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の調整を行うものとする。 

なお、関係府省庁は、別表１に定める事項及びこの内容に合致する

よう定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加

しないものとする。 

 

③関連する規制等の改革 

本部において規制の特例措置に関連する規制等の改革を実施するも

のとして評価に関する対応方針が決定された場合及び関係府省庁が自

ら関連する規制等の改革を実施するとした場合は、特区において講ず

るものについては上記（１）①と同様の取扱いを、全国で実施するも

のについては上記（１）②と同様の取扱いを、その他のものについて

は上記（１）③と同様の取扱いを、それぞれ行うものとする。なお、関

係府省庁が自ら関連する規制等の改革を実施しようとする場合には、

内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨

報告するものとする。 

 

（３）透明性の確保 

特区制度の運用に当たっては、制度の各プロセスにおいて、第三者の

目を通じた客観的な評価を可能とするため、インターネット等を活用し、

関係資料をできる限り公開することとする。 

具体的には、提案の募集・検討に関する事務、関係府省庁との調整状

況、規制の特例措置の追加等に関する基本方針の変更、特区の認定に関

する事務、規制の特例措置の評価等に関係する会議の構成員、会議資料、

議事録等に関する資料については、本部のホームページ等を活用し、迅

速に公開することを原則とする。 




